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フランス共和国  

（French Republic）  

通  信  

Ⅰ 監督機関等  

１ 経済・財務・産業・デジタル主権省（MEFS）  

Ministry for the Economy, Finance and the industrial and digital Sover-

eignty 

Tel. ＋33 1 40 04 04 04 

URL https://www.economie.gouv.fr/  

所在地  Télédoc151 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, FRANCE 

幹 部  

Bruno Le Maire（経済・財務・産業・デジタル主権大臣／Min-

istre de l ’Economie, des Finances et de la Souveraineté indus-

trielle et numérique）  

Jean-Noël Barrot（デジタル移行・電子通信担当大臣／Ministre 

délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommu-

nications）  

所掌事務  

電気通信関連の政策策定は、経済・財務を担当する省の企業総局（DGE）であ

り、「French Tech」（Ⅲ－２（６）の項参照）等 ICT 産業の活性化や一般企業の

デジタル化推進等を所掌する。同局の上部組織については、内閣再編に伴い名称

や管理担当職が変化する場合も多い。マクロン政権下では、2017 年 5 月、デジタ

ル社会化を専門的に所掌する長官職が設けられた。2020 年 7 月、特に仏経済の成

長及び競争力強化を図る目的で省の名称が「経済・財務・再興省」となった。2022

年の大統領選でのマクロン再選と首相の再指名とともに省庁再編が実施され、省

名の再変更と 4 名の担当大臣（経済・財務・産業・デジタル主権省大臣の委任を

受けて職務を実施）のうち 1 人が、電気通信及びデジタル移行を専門に担当する

ことが決定された。  

２ 電子通信・郵便・出版流通規制機関（ARCEP）  
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Electronic Communications, Postal and Print Media Distribution Regula-

tory Authority 

Tel. ＋33 1 40 47 70 00 

URL https://www.arcep.fr/ 

所在地  14 Rue Gerty Archimède, 75012 Paris, FRANCE 

幹 部  Laure de La Raudière（委員長／Presidente）  

所掌事務  

1997年 1月 5日、電気通信分野の独立規制機関として、電気通信規制機関（ART）

の名称で発足、事業者等の規制を所掌する。2004 年 7 月、「郵便・電子通信法典」

第Ⅱ部第 4 章第 1 節を中心に、組織及び所掌事務が再定義された。2005 年 5 月

の「郵便活動規制法」により、郵便分野が所掌に加えられ、名称が電子通信・郵

便規制機関（ARCEP）に変更された。更に、2016 年 10 月の「デジタル共和国法」

（Ⅱ－2 の項参照）により、通信事業者規制における権限が大幅に拡張された。

また、2017 年 1 月の「独立行政機関及び独立公的機関の一般的位置付けに関する

2017 年 1 月 20 日の法律第 2017-55 号」により、同機関は国の一般会計から年ご

との予算を割り当てられる独立規制機関としての位置を確立した。2019 年 11 月、

出版物のネット配信の興隆に伴い発効した「Bichet 法」により、名称変更及び所

掌の追加が実施された。また、2021 年 12 月の「ARCEP によるデジタル環境規

制の強化に関する 2021 年 12 月 23 日の法律第 2021-1755 号」から、通信網運

用、通信サービス提供事業者に加え、通信端末メーカー、ネットワーク機器提供

者、通信関連システム開発事業者、データ運用事業者が、通信分野での規制対象

に含まれることとなった。  

同機関の通信分野における主な所掌は以下のとおりである。  

・公衆電子通信網の運用及びサービス提供に関する届出の受理  

・市場調査・分析  

・事業者のサービスの質及びカバレッジに関する調査・監督及び調査結果の定

期的な公開  

・SMP 事業者規制  

・料金規制  

・事業者間紛争処理（地方自治体含む）  

・通信関連規定に違反した事業者の処罰  

・希少資源の割当て及び管理  

・ユニバーサル・サービス管理  

・ネット中立性の維持と IPv6 関連規制を含むインターネット環境調整  

・通信事業者のインフラ投資促進  
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・欧州諸国の類似機関との協調  

近年の通信・放送融合サービスの伸長に伴い、2020 年からは放送事業者規制機

関との連携を強化、2021 年以降は毎年、デジタル・サービス利用状況に関する報

告書を共同で発表している。  

最高意思決定機関である委員会は、法律、技術、地域経済の各専門家 7 名から

なる。うち委員長を含む 3 名は大統領により、2 名は国民議会議長により、2 名

は元老院議長により指名される。各委員の任期は 6 年で、再選は許されない。2022

年に政府から供与された活動資金額は約 539 万 EUR、2022 年 12 月現在の職員

数は 174 名であった。  

Ⅱ 法令  

１ 郵便・電子通信法典  

1952 年、電気通信分野の基本法令として法典化された。「法律の部」「国務院の

議を経るデクレ
＊
（政令）の部」及び「デクレ（政令）の部」の 3 部からなる。「法

律の部」第Ⅱ部の第 1 編が通信事業、第 2 編が周波数等の資源の割当てと関連施

設の設置に関する規制の枠組みを構成し、デクレの部では、「法律の部」に対応す

る各節でその適用方法を規定している。  

  
＊
我が国の「政令」に類似し、主に法律を補足する命令としての機能を有する。国務

院の議を経て成立するデクレと単純デクレとの 2 種がある。  

2021 年 5 月には、免許制度の改変やブロードバンド・サービスのユニバーサ

ル・サービス化を主眼とする 2018 年 12 月の EU「欧州電子通信コード」の国内

法制化が完了した。その他、近年に実施された主な改正としては、周波数オーク

ション規定（2019 年 10 月）、ユニバーサル・サービス提供条件の追加（2020 年

12 月）、ARCEP の規制対象拡張（2021 年 12 月、Ⅰ－2 の項参照）、通信端末販

売における未成年者保護（2022 年 3 月）等がある。  

２ デジタル共和国法  

2014 年 10 月、経済・産業・デジタル化省（当時）により起案、政府関係者や

関連専門家のみならず、広く一般市民からの意見募集結果を反映し、2016 年 10

月に議会での承認を得て、「2016 年 10 月 7 日の法律第 2016-1321 号」という名

称で発効した。同法は産業及び市民生活全体のデジタル化を推進し、今後の ICT

普及政策の原則を示すものと位置付けられ、以下の 3 部構成で、15 の主要目標を

提示、関連法規則の改正を指示している。  

・第 1 部：イノベーションの自由化：①公益に資する政府データの公開、②研

究者、統計関係者のためのデータアクセスのセキュリティ確保、③公共の機関に

よる研究の成果への自由なアクセスとデータ収集の許可  

・第 2 部：ネット空間における信頼性の確立：④ネット中立性、⑤データ持ち
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運びの権利、⑥消費者向け情報の信頼性、⑦個人情報保護、⑧リベンジポルノへ

の罰則、⑨故人の情報の収集に関する生前の本人の意思の尊重  

・第 3 部：開放的かつインクリュージョンが保証されるデジタル共和国の設立：

⑩インターネット接続維持の権利、⑪SMS による金銭授受の容易化、⑫超高速ブ

ロードバンド網のカバレッジ拡大推進、⑬デジタル・サービスへのアクセシビリ

ティ向上、⑭全国レベルでのデジタル・サービスの展開と普及の支援、⑮e スポー

ツの公的な承認と規制の確立  

Ⅲ 政策動向  

１ 免許・認可制度  

2021 年 5 月の「郵便・電子通信法典」第 L33-1 条改正により、公衆電子通信

網の設置・運用及び電子通信サービスの提供に際して、同条に定める通信の質の

維持、相互接続、緊急通報等に関する条件の順守を条件として自由であるとされ、

従来の ARCEP への事前の届出の義務は撤廃された。ただし、周波数、番号等の

希少資源の利用については、ARCEP の管理下において別途利用許可を取得し、

資源の割当てを受けることとされている。  

外資規制について、「郵便・電子通信法典」に言及はないが、2014 年 5 月、「事

前の許可を要する外資の参入に関する 2014 年 5 月 14 日のデクレ第 2014-479 号」

が公布され、国益に直接関係するとみなされる産業 6 分野（防衛、通信、エネル

ギー、水道、交通、医療）における外資の参入に関して、政府の事前の許可を取

得することが義務付けられた。このデクレ上では、「外資」につき、EU 加盟国と

それ以外の国に区別は設けられていない。また、参入比率については言及されて

いない。また、中小企業のイノベーション開発とデジタル技術導入支援を主目的

とする「企業の成長と変革にかかわる 2019 年 5 月 22 日の法律第 2019-486 号」

では、通信という規定はないが、政府が経済戦略上重要であると考える分野での

外国企業からの投資については、事前に政府の許可を得ることが義務付けられた。 

２ 競争促進政策  

（１）相互接続  

①相互接続条件  

公衆電気通信網事業者は公衆電気通信サービスの向上という観点から、欧州内

の他の公衆電気通信網事業者からの相互接続の要求に対し、特に拒否すべき理由

が明確でない限り、要求を受諾しなければならない。  

特に SMP 事業者（（３）の項参照）は、他の事業者からの相互接続申請を、公

平、非差別的、かつ明確な条件の下で受諾しなければならない。この条件を確保

するため SMP 事業者は、現行の相互接続情報すべてを公表し、新たに相互接続

を提供する際の技術上・料金上の諸条件に関して詳細にわたる提案を公表しなけ
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ればならない。  

ARCEP は、「郵便・電子通信法典」により、当該相互接続協定が順守すべき技

術的・財政的条件を規定し、事業者の提案に対し随時修正を要求することができ

る。また、相互接続の拒否、あるいは相互接続条件に関する当事者間の協定に対

する違反等が生じた場合、係争に介入することができる。相互接続の対象には、

ブロードバンド市場におけるサブローカル・ループ、移動体通信網におけるイン

フラ共有及びローミング、建物内の光ファイバ回線が含まれる。  

また、超高速ブロードバンド（FTTH を中心とする最大接続速度 30Mbps 以上

のインターネット接続サービス）基盤の運用者は、欧州内の他の事業者からのア

クセス要求に対して交渉に応じることが義務付けられている。  

ブロードバンド上の電話番号を介さない双方向通信については、基本的に相互

接続契約の対象外であるが、「郵便・電子通信法典」第 L34-8 条により、利用人口

が有意に多数であるサービスの提供事業者に対し、ARCEP はエンドユーザ間の

通信に必要な場合、他の類似サービスとの互換措置を講じる義務を課すことがで

きる。  

また、同法典第 L34-8-2-3 条は、Wi-Fi 接続ポイントの運用者は、他事業者か

らのアクセス要求に対し、透明かつ非差別的な条件でのアクセスを受け入れる義

務があるとしている。  

②相互接続料金  

相互接続料金は、「郵便・電子通信法典」及び ARCEP の決定により、当事者間

で締結される協定で定められる。双方の事業者は、相互接続協定を ARCEP に届

け出なければならない。課金の条件は、公平、明確、非差別性の原則を順守しな

ければならず、かつ相互接続を利用する事業者に過大な負担を与えてはならない。

料金額は、他のサービス料金と明確に区分され、相互接続によって提供するサー

ビスに関連する費用に基づいて決定しなければならない。  

更に、SMP 事業者（（３）の項参照）は、料金上の諸条件の明確化、コストベー

スの課金のほか、相互接続に関する会計の分離に従い、ARCEP に会計報告を提

出し、監査を受ける義務を有する。  

ARCEP は、上記のコストベースの課金という原則に従い、固定・移動双方の通

話着信市場で SMP 事業者に指定された事業者の着信卸料金基準を 2008 年から

数段階にわたり引き下げている。移動電話では 2021 年 7 月に EU の基準とほぼ

同額の 0.007EUR／分で、2024 年までに 0.002EUR／分以下とする計画がある。

固定電話では同時期に 0.00077EUR／分である。  

（２）卸売提供制度と MVNO 推進  

①光ファイバ基盤の共有推進  

ARCEP は政府の超高速ブロードバンド普及計画（３（２）の項参照）推進に当



フランス 

 

6 

たり、国内を①人口密度が高く、各事業者が単独で光ファイバ基盤に投資、事業

活動を行う地域、②事業者が基盤構築に関心を示しているが、接続環境の整備に

は複数の事業者が協力、基盤共有が求められる地域、③人口密度等の理由で採算

性が低く、自治体が公的資金により基盤構築を行わざるを得ない地域、に分類し

ている。  

2017 年から、ARCEP は特に②について、すべての通信事業者がネットワーク

構築に投資、共有基盤を強化するという姿勢を明確化している。またブロードバ

ンド市場で SMP 事業者に指定されたオランジュ（Orange、（３）の項参照）に対

し、特に③の地域について、同社が有するネットワーク資源への非差別的なアク

セス受入れを求めている。  

さらに、全ての国民が 2020 年までに高速ブロードバンド（8Mbits/s 以上）に、

2022 年までに超高速ブロードバンド（30Mbits/s 以上）にアクセスできるように

し、さらに 2025 年までに光ファイバを仏全土に普及させるという目標が掲げら

れている。  

②移動体通信基盤の共有推進  

移動体通信網については、各事業者が LTE また将来的に 5G のカバレッジ義務

を遂行するため、特にルーラル地域において通信基盤を共有することが推奨され

ている。2021 年 5 月の「郵便・電子通信法典」改正により、ARCEP はルーラル

地域で地勢・経済的状況からエンドユーザが移動体通信サービスを受けにくいと

判断される地域については、複数の事業者に共有基盤を通じたサービスを提供す

ることを義務付けることが可能となった。  

③MVNO 促進  

MVNO の参入促進については、2011 年の 800MHz 帯割当てに際し、審査基準

に MVNO 受入れが含められ、応募事業者には MVNO へのネットワーク開放計画

の提示が求められた。また、2020 年後半の 5G 向け周波数（3.4-3.8GHz）割当に

おいて、50MHz 幅のブロックを落札した事業者には MVNO 受入義務が課せられ

る。なお、2023 年 10 月現在、国内の MVNO 事業者数は 33 である。  

（３）SMP 事業者の指定  

「郵便・電子通信法典」第 L37-1 条は、ARCEP が、特に相互接続及びアクセ

スに関して、電子通信市場の分析を実施し、それぞれの市場において顕著な市場

支配力（Significant Market Power：SMP）を有する事業者を指定するとしてい

る（指定期間は最大 3 年）。SMP 事業者は、EU の基準に基づき、ARCEP が個別

に決定する。  

最近の分析結果としては、2020 年 12 月、オランジュが再びブロードバンド市

場で 2021～2023 年までの SMP 事業者に指定された。この決定で、ARCEP は銅

線については従来どおりオランジュの開放回線へのアクセス料金基準を定めたが、
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光ファイバについては対称規制を採用する方向性を示した。これと同時に、今後

の固定通信規制の主要課題は、10 年を目途に各事業者が全回線を銅線から光ファ

イバに交換すること、また中小企業に優先的に光ファイバ網への接続を提供する

ことであることが発表された。  

2023 年 11 月、ARCEP は 2024~2028 年の光ファイバ卸売料金規制について、

競争市場の成立している 222 の自治体については特に規制を設けないが、その他

の自治体については、競争市場の発展状況に応じて、オランジュの設定した卸売

料金が過剰でないことを確認、オランジュに当該の地域で他社がオランジュと同

等のコストで FTTH サービスを提供し得るかの調査を行い、その結果を ARCEP

に通知することを義務付けるとした。  

（４）ローカル・ループ・アンバンドリング  

2022 年 6 月現在、固定通信事業者の有する銅線のうち開放回線の割合は 95％

を超えている。  

アンバンドリング料金基準については、2023 年 4 月 1 日現在、銅線当たりの

月額料金の標準は、フルアンバンドル回線で 10.04EUR、ラインシェアリング回

線で 1.77EUR とされた。  

（５）番号ポータビリティ  

固定電話では 2001 年 1 月 1 日、移動電話では 2003 年 7 月 1 日から番号ポー

タビリティが利用可能である。移行手続は固定・移動とも、事業者共通番号「3179」

への連絡により、音声ガイド及び SMS の指示に従って所定の情報を通知するだ

けで処理される。移行作業は元の契約の解約も含め、すべて移行先の事業者が実

施するため、消費者からの解約通知等は不要とされる。  

ARCEP は 2022 年 6 月、上記の手続につき、海外県・領土の住民、企業向けま

た付加価値サービス向けの番号についても利用可能とする旨の公開協議を開始、

2022 年 6 月に 17 事業者からの回答を公開した。  

2022 年のポータビリティ・サービスの利用件数は、固定で前年比 7％増の約

314 万、移動で前年比 5.5％減の約 674 万であった。  

ARCEP は、2023 年 3 月、企業が使用する固定電話番号についてポータビリティ

申請から新しい通信事業者によるサービスのアクティベーションまでの最大所要

時間を 2027 年 7 月 1 日までに 7 営業日から 3 営業日に短縮することを目指すこ

ととする決定を採択した。また加入者が通信事業者を切り替える際に、ビジネス

プランに付与されている番号を消費者向けプランに移⾏できる条件を明確にした。

またインターネット・サービスにおいては、2021 年 5 月に創設された「郵便・電

子通信法典」第 L34-15 条が、エンドユーザが ISP を変更する場合、移行期間は

1 営業日以内とすること、契約の乗換えの通知から移行が終わるまで、移行元の

事業者は従来のサービスを継続すること、移行元・移行先双方の事業者は当該の
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ユーザにネット接続条件にかかわる情報を提供すること等を規定している。  

（６）国際競争力強化政策  

政府は、デジタル産業振興と国際競争力強化戦略の一環として、2013 年末から

以下を基本方針とするデジタル・ベンチャー支援プログラム「French Tech」によ

る企業支援を実施している。  

①全国の都市で地域経済活性化・都市環境デジタル化計画を推進  

②公共投資銀行（BpiFrance）がベンチャーへの融資を実施  

③国際ベンチャー間協力を支援  

2022 年に French Tech の関連各基金から助成を受けたプロジェクトは 735 件、

助成総額は前年比 17％増の 134 億 9,000 万 EUR であった。うち 143 件がイン

ターネット・サービス関連で、この分野での助成総額は約 29 億 9,300 万 EUR で

あった。ソフトウェア開発、情報通信分野にも 218 件に約 29 億 6,100 万 EUR の

助成がなされている。  

2023 年 6 月現在、FrenchTech では 125 余りのベンチャー支援プログラムを展

開している。このうち、特に「DeepNum20」では、政府のイノベーション技術開

発支援計画「France2030」（2021～2026 年の ICT 分野への予算総額 105 億 EUR）

の一環として、2022 年 9 月に 5G、クラウド・コンピューティング、AI、サイバー

セキュリティ等を含む ICT ソリューション開発プロジェクト助成に関する公募

を実施した。  

また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で停滞した経済の復興を

目指す産業振興プログラム「France Relance」では、2020～2022 年までの計画

に「デジタル社会化と先端産業ベンチャー支援」が含まれ、中小企業向けに 70 億

EUR の支出が予定されている。  

特に重視されているのは革新的技術開発分野で、首相府による先端産業育成プ

ログラム「未来への投資」の枠組みで、デジタル医療システム、交通機関の脱炭

素・デジタル化、クラウド・コンピューティング、5G 関連技術開発、サイバーセ

キュリティに合計 24 億 EUR の予算が割り当てられている。  

また、2021 年 12 月までに経済・財務・再興省（当時）がサイバーキャンパス

構築、地方自治体の超高速ブロードバンド普及、中小企業のデジタル化推進等に

関するプロジェクトの公募を実施している。  

（７）AI/IoT 発展支援  

政府は AI 推進プログラム「国家 AI 戦略」により、2018～2022 年に 15 億 EUR

の資金を投入し、以下を実現するとしている。  

・AI 人材のエコシステム発展  

・官民双方の AI、ビッグデータ利用普及  

・AI 技術革新と基本的人権の尊重を両立させる倫理の確立  
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2021 年 11 月には、同戦略の第 2 フェーズとして、「France 2030」から 7 億

EUR、「未来への投資」から 5 億 7,700 万 EUR、更に民間の支援を得て総額 20

億 EUR の予算を投じる計画が発表された。2025 年までの支援対象は以下のとお

りである。  

・AI 関連ソフトウェア・アプリケーション開発（12 億 2,000 万 EUR）  

・中小企業の AI 関連ソリューション導入支援（2,500 万 EUR）  

・関連ベンチャー数を 3 倍にするための起業支援（4,000 万 EUR）  

・AI 技術を用いた気候変動対策（1 億 2,000 万 EUR）  

・国の関連機関による R&D 活動（1 億 3,400 万 EUR）  

2022 年 11 月、第 2 段階（2022～2025 年）として、AI 関連人材育成とイノベー

ション促進のために 22 億 EUR の投資を予定していることが発表された。  

このほか、高等教育機関で AI 技術を学ぶ学生向けに 1 人当たり 781EUR の研

修費用を負担するとしている。また「France 2030」の人工知能加速戦略の一環と

して、フランスの公共部門の投資銀行である、Bpifrance が運営する AI Booster 

France 2030 プログラムを開始するとしている。AI ソリューションを統合するこ

とでフランスの中小企業及び中堅企業のデジタル変革プロセスをサポートし、提

供内容を充実と競争力を向上させ、生産設備を最新化することを目的としている。

具体的には４つのフェーズにより支援を計画している。  

第１フェーズでは無料のトレーニングプログラムで AI について学ぶ。第２

フェーズではデータ AI 診断で新たな成長分野を見つけ、AI を会社の変革プロ

ジェクトに活用する。第３フェーズでは企業のニーズを満たす AI ソリューショ

ンを選定し、導入計画を策定する。第４フェーズでは、特定された AI ソリュー

ションの運用展開を支援する。  

モノのインターネット（ Internet of Things：IoT）については、2016 年から

French Tech が九つの重点的育成産業項目の一つとして、16 都市を拠点とする起

業・エコシステム形成支援を行っている。首相府下の独立規制機関「戦略フラン

ス（FRANCE STRATÉGIE）」が 2021 年 5 月、この技術の経済的影響に関する

調査を開始、2022 年 2 月にその結果を発表し、 IoT 産業発展のための戦略策定、

国際協力、利用に関する倫理基準、認証、使用データの安全性の確保等に関する

30 の提言を行った。同機関の予測では、2020 年から 2030 年の間に、世界の IoT

関連機器は倍増し、うちフランス製のものが占める割合は 3%、450 億 USD 程度

になるであろうとされている。  

３ 情報通信基盤整備政策  

（１）ユニバーサル・サービス  

①概要  

「郵便・電子通信法典」第 L35-1 条は、ユニバーサル・サービス対象範囲をブ
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ロードバンド及び音声サービスへのアクセスとしている。また、障がいを持つ人々

には、通信サービスを享受し得る技術上の措置あるいは代替サービスを提供する

としている。  

ユニバーサル・サービス事業者の選定は公募によるが、公募により決定されな

い場合は、電子通信担当相が当該事業者（複数可）を指定する。ユニバーサル・

サービス事業者の指定を受けた事業者は、通信担当相と協約を結び、ユニバーサ

ル・サービスの品質とエンドユーザ向け料金基準を提示する。2020 年までのユニ

バーサル・サービス事業者はオランジュであったが、2021 年以降のユニバーサ

ル・サービス事業者の指定は 2022 年 9 月現在、まだ行われていない。しかしな

がら、オランジュは 2021 年 5 月、2020 年まで負ってきたユニバーサル・サービ

ス事業者としての義務（加入者へのアクセス・サービスと社会的弱者への料金軽

減）を 2023 年まで継続するという協約を結んでいる。  

②ユニバーサル・サービス費用  

年ごとのユニバーサル・サービスの純費用の算定は、「郵便・電子通信法典」第

L35-5 条により、ARCEP が指定する独立団体が実施する。  

前年度に小売市場で 1 億 EUR 以上の売上高を計上した公衆電子通信網事業者

及び公衆電子通信サービス事業者は、ユニバーサル・サービス基金への拠出義務

を有する。各事業者の負担割合は、電子通信サービス（相互接続等、他の事業者

に対するサービスを除く）による売上高に応じて ARCEP が年ごとに決定する。  

2022 年 4 月の ARCEP 決定で発表された 2020 年のユニバーサル・サービス費

用の算定では、拠出を行った事業者は 14 社、サービスの純費用は約 318 万 EUR

であった。  

③ユニバーサル・サービス基金  

事業者からの拠出金は、預金供託金庫（Caisse des Dépôts：CDC）が特別会計

を設定、ユニバーサル・サービス基金を運営して、会計上・財務上の管理を行う。  

（２）デジタル・ディバイド解消   

オランド大統領（当時）は 2013 年 2 月、2009 年からの超高速ブロードバンド

計画を見直し、新たなブロードバンド基盤整備目標として、「2022 年末までに全

国の世帯を光ファイバに接続可能にする」ことを掲げた。政府は 2022 年までの

超高速ブロードバンド基盤整備に要する投資総額を約 200 億 EUR と見積もり、

その約 3 分の 2 は通信事業者が負担すべきとしている。  

政府は光ファイバ網構築の対象地域を、①人口密度が比較的高く、通信事業者

が自社の投資資金で個々の通信網を構築することが可能、②複数の事業者が共同

投資により構築した通信網を共有、③人口密度が低く事業者が基盤投資に関心を

示さないため自治体が資金を提供し通信網構築を主導、の 3 通りに分類している。

助成の対象となるのは主に③であり、公的予算から支出される約 60 億 EUR の助
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成のうち、中央政府からのものは半分の約 30 億 EUR で、残りは地方自治体予算

や公的金融機関の長期貸付からとされている。中央政府からの助成の財源につい

ては、約 20 億 EUR が、2G サービスに用いられている周波数帯域の LTE 転用に

伴う年間 2 億 EUR の周波数利用料収入、10 億 EUR が国債収入からとされてい

る。  

2023 年 6 月現在、超高速ブロードバンド（最大通信速度 30Mbps 以上）が接

続可能な場所は前年同期比 13％増の約 3,826 万（うち FTTH が 3,616 万）であ

る。地方自治体のネットワーク構築プロジェクトによる FTTH 回線数は前年同期

比 38％増で約 1,270 万である。また、オランジュと契約を結んだ自治体では、契

約数の 89％に当たる約 1,200 万弱の場所が FTTH サービス利用可能となり、XP 

Fibre（SFR グループに属する FTTH 基盤構築・管理事業者で、2021 年 5 月に上

記のブランドを立ち上げた）と契約を結んだ自治体では、契約数の 95％に当たる

280 万弱であった。ARCEP は地域の FTTH 接続状況につき、サイト上で 3 か月

ごとのマップを公開している。2023 年 12 月には、2023 年 9 月末までのブロー

ドバンド市場のデータが公開された。同報告では、光ファイバー契約数の伸びが

鈍化したことが指摘されている。  

なお、「デジタル共和国法」第 71 条は ARCEP に対し、事業者に光ファイバ網

拡張への投資を促し、光ファイバ網の整備計画を申告した地域を「ファイバ地域」

として認定する権限を与えた。2021 年 12 月までに、400 以上の自治体が認定を

受けている。これらの地域では、オランジュによる加入者回線の銅線から光ファ

イバへの転換等が優先的に実施されるかわりに、自治体政府にはビジネス向けの

建造物へのファイバ設置が建物の所有者の申込みから 6 か月以内に行われること、

FTTH サービスの質について 3 か月ごとに ARCEP に報告する等の義務が課せら

れる。  

地方自治体の主導するプロジェクトへの助成としては、「France Relance」が

2021 年 1 月に光ファイバ、2022 年 2 月に無線分野での支援計画を公表、公募で

選出された自治体には、接続工事の費用の補助として、1 件当たり最大 300EUR

を支給するとした。  

また、モバイル・ブロードバンド利用の増大に伴い、接続端末を問わない無線

網からのブロードバンド接続推進のため、移動体通信事業者には TD-LTE 網の構

築また固定網の加入者の LTE 網接続の受入れが求められている。  

（３）移動体通信網のカバレッジ拡大  

2016 年 8 月の「郵便・電子通信法典」改正により、地方自治体には任意の移動

体通信網運用事業者に、適正な料金でのモバイル・インフラ構築を委託する権利

が保証された。委託を受けた事業者は、当該地域で 3G 以上のサービス・カバレッ

ジを達成する義務を負う。2017 年からは、50m 四方の単位で 4 ネットワーク事
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業者の人口カバレッジ及びサービス評価を図示する「monreseaumobile」ポータ

ル・サービスが実施されている。また、2018 年 1 月には、政府と通信事業者の間

で、LTE 網・サービスを中心に全国的なカバレッジ拡大努力を旨とする協約「New 

Deal Mobile」が結ばれた。この協約に従い、2018 年の 900MHz/1800MHz/2.1GHz

帯の再割当においては、各事業者が LTE カバレッジ義務を遂行することを条件

として、免許取得料を徴収せず、「自動更新」の形式で新たに 10 年間の周波数使

用許可が付与された。これに基づき、ARCEP は年に数回の省令によるカバー対

象自治体のリストをサイト上で公表している。  

「郵便・電子通信法典」第 L42-2 条は、周波数割当における競争入札の目的の

一つに対応サービスのカバレッジ拡大を挙げ、割当条件で最優先されるものは

ネットワーク拡張義務であると規定している。2020 年の 5G 向け周波数割当にお

いても、落札事業者には一連のカバレッジ達成義務が課せられた（電波／Ⅱ－３

（４）③の項参照）。  

全国周波数庁（ANFR）は、5G 周波数割当を受けた各事業者の対応基地局数や

カバー地域に関する統計を月ごとにサイト上に掲載している。  

（４）IPv6 

「デジタル共和国法」第 42 条は、2018 年以降、仏国内で販売される通信機器

をすべて IPv6 対応とするべきと定めている。ARCEP は 2016 年 9 月に政府に

IPv6 移行推進のための提言を行い、2016 年から年ごとに現状報告を実施してい

る。ARCEP は 2019 年 2 月、IPv6 普及の阻害要因を分析した。これに基づき、

同年 11 月には、通信事業者、公的機関、ICT 関連企業等からなる諸問題解決のた

めのタスクフォースが活動を開始、継続的に諸団体の参加を呼び掛けている。

2020 年 12 月には、企業向けの IPv6 移行ガイドラインが発行、2022 年 6 月には

改訂版が出されている。なお、IPv6 利用率において世界ランキングを大幅に向上

させ、2022 年 10 月には移行率が 57.3％の世界で 4 位であったが、2023 年 10 月

時点では、6%増の 63.4％となり世界 3 位になっている。世界ランキング１位の

インドは同月に 69.8％となっている。  

2021 年半ばで、仏国内の IPv6 対応サイトは全体の約 62％、固定網における 4

ネットワーク事業者の IPv6 導入率はフリー（Free）で 99％、オランジュで 83％

である一方、ブイグ・テレコム（Bouygues Telecom）は 44％、SFR は 4.1％と

なっている。移動体網での IPv6 利用可能性は、ブイグ・テレコムがアンドロイ

ド端末利用者の 87％、 iPhone で 99％、オランジュはアンドロイド端末で 47％、

iPhone で 66％、SFR はアンドロイド端末で 13％、iPhone で 90％であった。フ

リー・モバイルではほとんど進展が見られなかった。  

（５）5G セキュリティ対応  

「国家デジタル・セキュリティ戦略」（５（２）の項参照）により、移動体通信
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事業者は、5G 網の構築・運用に際し、国家情報システム・セキュリティ庁（Agence 

Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information：ANSSI）の指示に従い、

システム防御のための一連の措置をとり、トラブルの際には ANSSI への通知を

行うことが義務付けられている。  

「郵便・電子通信法典」第Ⅱ部第 1 編第 2 章第 7 節は、国防・国家安全保障の

観点から、5G 以降の無線通信網関連ハード・ソフトウェアの利用に際して、通信

事業者は首相府の定める様式に従い事前に審査を受け、許可を得ることと規定し

ている。許可の期限は最大 8 年である。  

４ ICT 政策  

（１）国家デジタル化計画  

2015 年 6 月、「デジタル共和国」を目指す戦略計画を発表した。この計画の主

目標は、イノベーションの自由、デジタル社会での権利の平等、デジタル・ディ

バイドの解消デジタル・サービス提供モデルとしての国家で、具体的政策課題に

は、「French Tech」の強化と国際化、オープン・データ及びオープン・イノベー

ションの推進、企業及び教育機関へのデジタル・サービス普及等が挙げられた。

また、2016 年 11 月には、外務・国際開発省（現欧州・外務省）が、①世界的に

オープンで多様性に富み信頼性の高いデジタル世界の促進、②経済成長・基本的

権利・自由とセキュリティにおいて共通した欧州モデルの構築、③仏や仏企業の

デジタル分野における影響力・魅力・セキュリティ・商業的ポジションの強化を

3 原則とする「デジタル国際戦略」を発表している。デジタル移行及び電気通信

担当大臣のジャン＝ノエル・バロー氏は、2023 年 5 月、フランスのデジタルイン

クルージョンに関する新たなロードマップ「フランスデジタル共同」を発表した。

ロードマップでは①デジタルインクルージョン政策の地域化、②デジタルスキル

の育成、③専門分野の構造化と教育の改善、④ワンスオンリーに基づくデータ共

有と政策適応の 4 点が主要な軸に設定される。2024 年 6 月までにロードマップ

の正式化が見込まれる。  

（２）新規制戦略  

ARCEP は 2015 年 6 月、「国家デジタル化戦略」に合わせて、今後の規制の中

心を競争市場調整からデジタル化への投資振興にシフトする方針を明らかにした。

2016 年 1 月には、①インフラ投資促進、②コネクテッド・サービスの普及、③

オープン・インターネット、④プロ・イノベーションの育成を四つの柱とした 2016

～2017 年の規制実施計画「新規制戦略」を公開した。  

2018 年以降も、「新規制戦略」の基本方針は引き継がれている。2022 年 6 月に

サイト上で公開されたマニフェストでは、ARCEP は同機関の主な役割を以下の

二つにまとめている。  

①開放的かつ脱中心的な通信網の構築に好適な環境の整備（投資を促進する競
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争の推進、すべてのユーザにアクセスを保証する通信網の互換性の枠組作成、通

信事業者と地方自治体の仲介等）  

②すべての住民のための通信網上の自由な情報交換の保証（ユニバーサル・サー

ビス管理、消費者の事業者・情報選択権の確立とネット中立性擁護等）  

ARCEP はまた 2020 年から、「持続可能なデジタル社会」を目指し、環境保護

関連機関と連携して、端末リサイクル等を推進、近年に予定されている 26GHz の

5G サービス向け割当てに際しても、環境問題への取組みを審査項目の一つとす

ることを検討している。また一般のユーザに対して、ADSL よりエネルギー効率

のよい FTTH へのプラン乗り換え、ファイルのダウンロード量の調整、機器の長

期利用等、温室効果ガス減少に効果があるとされている行動を推奨している。  

2022 年 4 月には、2010 年代後半からの通信事業者の温室効果ガス発生量や不

要端末の回収等に関するアンケート調査結果を発表、今後も年ごとに調査を実施

するとした。  

（３）ネット中立性  

政府は 2011 年 8 月の「郵便・電子通信法典」改正において、ネット中立性の

原則を明示し、通信事業者に技術中立で最大多数のエンドユーザに情報・アプリ

ケーション及び各種サービスへのアクセスを提供することを義務付けた。  

2014 年 3 月の「ARCEP 決定第 2014-0353」公布後、固定電話・インターネッ

ト接続サービスに関する事業者ごとの品質調査結果が半年ごとに発表されている。 

2016 年 10 月の「デジタル共和国法」第 40 条は、ARCEP をオープン・イン

ターネットに関する政策策定・事業者管理機関と定め、ネット空間の開放原則に

反する通信事業者の行為に関し、同機関は保全措置を科す権限を有するとした。  

2022 年 7 月に発表された同機関の年次活動報告で、近年の同機関の「ネット中

立性」維持に関する活動は以下にまとめられている。  

・国際協力：EU 加盟各国の通信規制機関の連合組織 BEREC（Body of European 

Regulators for Electronic Communications）での協議に参加、各機関がオープ

ン・インターネット関連規制を実施するためのガイドラインを 2022 年 6 月に発

効  

・放送事業者規制・インターネット市場での著作権保護を司る視聴覚とデジタ

ルコミュニケーション規制機関（Arcom、放送／Ⅰ－２の項参照）、ネット上の個

人情報保護を司る国家個人情報保護機関（Commission Nationale de l’Informa-

tique et des Libertés：CNIL）等、国内関連機関との協力  

・通信トラヒックの分析による「端末の開放（ユーザがスマートフォン等購入

時にプリインストールされている GAFA 等のアプリケーションに制約されず、自

由に多様なコンテンツへのアクセスやデータの受渡しが所有端末上で実施できる

ようにすること）」状況の調査  
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・通信網にかかわる問題の消費者からの相談プラットフォーム「 j’alerte AR-

CEP」を通じた問題例の収集・分析及び事業者への問題の通知・改善要求や新た

な規則の策定  

また、通信事業者が 5G 網上で多様なサービスを受け入れながら「中立性」を

確保する手段としてネットワーク・スライシングを推奨している。  

（４）オープン・データ  

2016 年 10 月、「デジタル共和国法」発効後、各省庁の公的データの公開が進

み 、 2022 年 現 在 、 首 相 府 の 司 る オ ー プ ン ・ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

「https://www.data.gouv.fr」上で、11 の行政分野に関する各種政府データの閲覧

が可能になっている。2023 年 10 月現在、トップページ上で重点分野に挙げられ

ているのは、農業、地理、エネルギーである。  

５ 消費者保護関連政策  

（１）個人情報保護  

個人情報保護を目的とした「情報処理、情報ファイルと自由に関する 1978 年

1 月 6 日付法律第 78-17 号」に基づき、インターネット・コンテンツ・プロバイ

ダ等には、オンラインでの個人情報の利用について、その利用目的の明確化と関

係者の同意を得ることが義務付けられている。  

また、CNIL は、「2012 年 3 月 30 日のデクレ第 2012-436 号」に基づき、通信

事業者に対し、自社の通話やネット接続等のサービスにかかわる事項で個人情報

侵害の事実があった場合、直ちにその詳細と講じた対策について通知することを

義務付けている。  

「デジタル共和国法」第 2 部（Ⅱ－2 の項参照）は、2016 年 4 月に欧州議会で

採択された EU「データ保護規則」に準じて個人情報保護の原則を規定している。

特に個人情報の自己管理権については、CNIL を監督機関と定め、同機関が違反

者に科す罰金額の上限を従来の 15 万 EUR から 300 万 EUR まで引き上げた。

CNIL はユーザが個人情報を自己管理するための啓発活動に注力しており、以下

の権利に関する周知、トラブルを避ける方法、トラブル解決方法等をサイトで紹

介している。①自らに関する情報を取得する権利、②自らに関する情報の他者に

よる利用を拒否する権利、③自らに関する誤った情報を修正する権利、④検索エ

ンジンに名前を記載しない権利、⑤自らに関する情報を消去する権利、⑥データ

の持ち運び（自らに関する情報データを所有し再利用する権利）、⑦データの自動

処理に際し人間の目による監査を要求する権利、⑧個人情報データ利用を主導す

る権利、⑨警察・検察機関が有する自らに関する情報ファイルにアクセスする権

利、⑩金融機関が有する自らに関する情報ファイルにアクセスする権利。  

2020 年 9 月の「情報処理、情報ファイルと自由に関する 1978 年 1 月 6 日付法

律第 78-17 号」改正及びそれに基づく勧告により、CNIL はウェブサイトの運営



フランス 

 

16 

者に、個々のユーザに対し、ポップアップ・ウィンドウ等で Cookie 利用の是非に

ついて問い合わせ、了解を得なければ情報収集を行わないこと、ユーザが Cookie

利用を拒否する際の手続を簡略化することという規則を提示した。  

CNIL は上記を根拠として、2020 年 12 月には、アマゾン（Amazon）及びグー

グル（Google）、が、仏国内の利用者に対し、事前の同意や目的の説明なしに Cookie

の設定を行ったとして、総額 1 億 3,500 万 EUR の制裁金を科すと発表した。2021

年 12 月にも再びグーグルに 1 億 5,000 万 EUR、フェイスブック（Facebook、現

メタ（Meta））に 6,000 万 EUR を科すとしている。2022 年 12 月には、Microsoft、

TikTok、Voodoo を含む複数の企業に対して制裁金を科した。また、2022 年 11 月、

CNIL はモバイルアプリの開発者運営者に対し、cookie やその他のトラッカーの

使用に関するユーザの権利を尊重するように要求する行動計画を発表した。同計

画では、2023 年より、開発者または運営者が規則に違反した場合には罰則を適用

するとしている。CNIL の 2021～2022 年の主な課題は、この規則の適用対象の

拡張であり、拡張現実動画、クラウド移行、スマートフォン・アプリが特に重要

としている。  

また、2022 年 3 月には、通信端末の製造、流通、輸入等にかかわる事業者に対

し、当該の端末に未成年に有害なサービスやコンテンツへのアクセスをブロック

する機能を付けることを義務付ける条項が「郵便・電子通信法典」に追加された。  

（２）デジタル・セキュリティ  

2015 年 10 月に発表された「国家デジタル・セキュリティ戦略」は、セキュリ

ティ関連政策の監督・執行機関を、首相府防衛・国家安全総局（Secrétariat Gé-

néral de la Défense et de la Sécurité Nationale：SGDSN）及び同局下の ANSSI

とした。従来国防・政府機関を中心としてきたセキュリティ対象を市民生活に拡

張、①国防、②デジタル・サービスの信頼性向上、③セキュリティ教育、④デジ

タル関連企業支援、⑤欧州内におけるサイバー空間の安定性、を主目標として、

デジタル身分証明、セキュリティ教育カリキュラム、サイバー犯罪被害者救済等

に関する計画が示されている。2016 年 11 月には、電子通信産業のサイバーセキュ

リティ対応に関する省令が発効し、通信事業者は、SGDSN 下の ANSSI に対し、

その有する情報システムのリストを提出、年ごとに更新報告を行う義務が課せら

れた。また、セキュリティ・システムに何らかのトラブルが生じた際は、その都

度 ANSSI に報告することとされている。2018 年 7 月の「郵便・電子通信法」改

正では、これに加え、第 L34-14 条で、通信事業者はシステム防御のため ANSSI

の指示する技術的措置をとること、関連データを 6 か月までの期間で保存するこ

と、ANSSI の要求に従い加入者にセキュリティ危機についての通知を行うこと等

の規定がなされた。2021 年 7 月の同法第 L34-1 条改正時には更に、国防や治安

維持の観点から、通信事業者は個々の加入者について、契約期間終了後もその身
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元については 5 年、契約条件、支払記録及び利用端末については 1 年間記録を保

存すること、また首相令によりある種の通信データを 1 年までの期間で保存する

場合が生じ得ることが定められた。  

ANSSI は 2020 年 9 月以降の同機関の主要活動は、経済復興プログラム「France 

Relance」の枠組みに従い、民間企業と協力して公的機関のセキュリティ強化のた

めの各種提言を行うとともに、地方自治体や病院等の公共施設のプロジェクトへ

の助成を実施している。また、一般企業の開発したセキュリティ・ソリューショ

ンの審査を実施、優れたシステム防御力を持つと判断された商品に「Security 

Visa」証明を付与している。  

一方、マクロン大統領は 2021 年 2 月にサイバーセキュリティ関連企業育成策

として、「サイバーセキュリティ強化戦略」を発表、2025 年までの予算額を官民

合同で 10 億 EUR（うち 4 分の 3 を政府が負担）とした。主目標には、関連企業

の年間売上高合計を 5 年間で 250 億 EUR まで引き上げること、2025 年時の関連

企業の従業員を 2020 年現在の倍以上の 7 万 5,000 人まで増やすこと等が挙げら

れた。また、「サイバーセキュリティ強化戦略」の一環として国立情報科学・自動

化研究所（INRIA）が運営するサイバーキャンパス転換プログラムは、全ての利

害関係者を動員して組織する段階から、その活動を実施に移す段階に入っている。 

このプログラムは、コミュニケーション、レジャー、仕事、消費など日常生活

のあらゆる分野でデジタル化において、外国人プレーヤーが多いことを理由に「フ

ランス 2030」は、サイバーセキュリティ、クラウド、人工知能、5G/6G、量子な

どの安全なデジタル技術主権を確保するために 40 億ユーロを投資するとしてい

る。2023 年 3 月 31 日に開始され、ANSSI を初め、研究、産業、公的部門の関係

者間の相互交流を促進することを目指している。  

Ⅳ 関連技術の動向  

基準認証制度  

電子通信端末機器の型式認定は、EU が 1999 年に発出した「R&TTE 指令

（1999/5/EC）」に準拠した「2001 年 7 月 25 日の布告第 2001-670 号」及び「2003

年 10 月 8 日のデクレ第 2003-961 号」によって国内法制化されたが、2014 年 5

月に R&TTE 指令に代わる新たな無線機器指令（Radio Equipment Directive ：

RE Directive（2014/53/EU））が EU において公示されたため、「無線設備の市場

投入に関する 2016 年 4 月 21 日の命令第 2016-493 号（Ordonnance n° 2016-493 

du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d’équipements radioélec-

triques）」により、これを国内法制化した。  

なお、電子通信端末機器の適合性検査手続を実施し、適合検査証を発行する組

織は ARCEP が指名している。当該の組織の指定条件、検査対象となる機器の技
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術的条件、検査証発行の条件等は、国務院の議を経るデクレで定める。  

Ⅴ 事業の現状  

１ 市場の概要  

ARCEP は、2023 年 5 月、2022 年の電気通信事業市場動向を発表した。通信

事業者の総売上高（小売）は前年比 1.8％増の約 367 億 EUR である。移動部門は

増加傾向が継続、増加率は前年の 4.7％から 4.5％になった。  

通信事業者の投資総額は約 146 億 EUR で、前年比 5.9％減であり、周波数利用

許可取得料を除いた投資額は前年比 1.8％減である。  

通信事業者全体の従業員数（直接雇用）は前年比 3.6％減の 9 万 5,384 名で、

減少傾向が続いている。  

2023 年 6 月末現在、固定電話全体の加入数は約 3,756 万 1,000、うち PSTN 回

線によるものは前年同期比 16.4％減の約 451 万 3,000 であった。IP 電話は 1.3％

増の約 3,305 万で、電話全体の約 88％に達している。固定電話サービスを提供可

能な回線数は約 3,699 万、うち銅線は前年同期比 18.5％減の約 1,540 万で、光

ファイバー・ネットワークの有効回線数の直近 2 年の倍増により銅線に取って代

わられている。音声電話の通話時間は、2023 年 4～6 月期は前年同期比 15.9 ％

減、1 か月当たりの通話時間の平均は、PSTN 回線では 1 時間 3 分、IP 電話では

1 時間 1 分であった。  

３ 移動体通信  

2023 年 6 月現在、移動電話サービスの加入者総数は前年同期比 1.4％増の約

8,274 万 6,000（M2M 対応 SIM カードを除く）で、加入率は 121.5％となった。

うちポストペイド契約は 7,541 万 9,000 である。ポストペイドで最低契約期間の

ないプランへの加入については 5,594 万 4,000 で、ポストペイド全体の 76.3％で

ある。M2M 対応 SIM カード数は前年同期比 1.0％減で約 2,381 万 8,000 となっ

た。海外県・領土を除く事業者の種別では、ネットワーク事業者 4 社（オランジュ、

SFR、ブイグ・テレコム及びフリー・モバイル）の個人契約合計加入数は 7,421

万 4,000 で、前年同期比 0.9％増であった。MVNO 加入者の合計数は 5,780 万、

前年同期比 9.5％増と、市場シェアは 6.7％である。  

LTE サービスは、オランジュと SFR が 2012 年 11 月に 2.6GHz 帯と 800MHz

帯で商用サービスを開始した。ブイグ・テレコムについては、2013 年 10 月に 2G

サービスの再利用の 1800MHz 帯でサービスを開始した。フリー・モバイルは 2013

年 12 月に 2.6GHz 帯での LTE サービスを開始した後、2015 年 1 月からは 2014

年 12 月に割り当てられた 1800MHz 帯の一部を用いて地方都市向けに LTE サー

ビスを提供している。2022 年 6 月現在、各事業者の LTE サービスの人口カバレッ

ジはほぼ 99％に達し、対応 SIM カード数は前年同期比 4.7％増の約 7,002 万
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5,000、全体に占める割合は 85％になった。2020 年末に開始された 5G サービス

についても、加入者件数は四半期ごとに 100 万強のペースで増えており、2023 年

6 月には約 1,041 万 6,000 である。LTE サービスの普及に伴いデータ使用量は増

加し続けており、2023 年 4～6 月は前年同期比 104.2％増であった。音声通話に

ついては、2023 年 4～6 月の通話時間合計は前年同期比 3.9％減となっている。

また、固定ブロードバンド接続とのバンドル利用がポストペイド契約の加入件数

の約 33％、プリペイド契約加入件数の約 30％を占めている。  

端末ではスマートフォン利用が定着し、2022 年のスマートフォン普及率は世界

第 5 位で約 77.6％であった。  

移動体通信事業者      （2023 年 6 月末現在）  

事業者  事業開始年  システム  市場シェア
＊

 

オランジュ  1992年6月  
GSM900/1800、W-CDMA、

LTE、5G 
31.3％  

SFR 1993年4月  
GSM900/1800、W-CDMA、

LTE、5G 
25.2％  

ブイグ・テレコム  1996年5月  
GSM900/1800、W-CDMA、

LTE、5G 
24.8％  

フリー・モバイル  2012年1月  W-CDMA、LTE、5G 18.7％  

 ＊
通信網ごとのシェアであり、提携 MVNO 含む  

5G については、2022 年 10 月までに、全国周波数庁（ANFR）が認可した基地

局数は、700MHz 帯で 2 万 270（サービス提供はフリー・モバイルオランジュ、

Telco OI）、2100MHz 帯で 1 万 8,736（サービス提供はブイグ・テレコム、オラ

ンジュ、SFR 及び Outremer Telecom）、3.5GHz 帯で 2 万 7,387（サービス提供

はブイグ・テレコム、フリー・モバイル、オランジュ、SFR、SRR、Outremer Telecom

及び Telco OI）であった。  

４ インターネット  

（１）概要  

2022 年 6 月末現在、国内の固定ブロードバンド・サービス加入数は前年同期比

1.1％増の約 3,211 万 1,100 である。うち約 853 万 8,000 が ADSL 利用であるが、

超高速ブロードバンドの伸長に伴い、接続別シェアは減少を続け、30%を下回っ

た。超高速ブロードバンド加入数は全体の 71％の 2,293 万（FTTH が約 1,980 万

7,000、残りは同軸ケーブル又は vDSL）、（幹線が光化されていない）ケーブル、

衛星等のサービス加入数は 63 万 8,000 である。  

固定ブロードバンド市場では、総合通信事業者 4 社でシェアの 90％以上を占め
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ており、各事業者のシェアにも数年間大きな変化はない。  

モバイル・ブロードバンドについては、2022 年 12 月現在、加入率は 95.34％

で、欧州では 18 位、OECD 諸国中では 25 位である。  

（２）FTTH 

主要 4 事業者はいずれもの商用サービスを提供しており、インターネット接続

の最高速度は 8Gbps に達している。  

2023 年 6 月現在、主要都市及びその近県、その他の人口密度の比較的低い地域

でも通信事業者主体のネットワーク構築が行われている地域ではほぼ 80％以上

が接続可能地域になっているが、地方自治体がネットワーク構築を主導している

地域では、この割合がまだ 50％以下の地域も多い。FTTH 回線数は全事業者合計

で約 3,629 万 9,000、うちオランジュが 1,802 万、SFR グループが 480 万程度で

ある。光ファイバ接続可能な場所の住民は 55％が FTTH サービスに加入してい

る。  

各事業者は 2010 年代後半に 2022 年までの国内の光ファイバ接続世帯数の目

標を発表しており、オランジュとフリーは 2,000 万世帯としていたが、2023 年 6

月現在、オレンジの FTTH サービ加入者数は約 770 万 6,000、フリーは約 507 万

2,000 である。また SFR は 2017 年 7 月、国の助成に頼らずに 2022 年に国土の

80％、2025 年には 100％を同社の光ファイバ網でカバーする計画を明らかにし

た。  

（３）IPTV 

主要 4 事業者はいずれもトリプルプレイ・サービス・パッケージに IPTV サー

ビスを組み込んで提供している。2023 年 6 月現在、IPTV 視聴可能な契約の加入

者は、約 2,490 万 1,000 で、ブロードバンド加入者の約 75％である。接続種別で

は、ADSL が前年同期比 20.8％減の約 669 万 3,000、FTTH、衛星及びケーブル

が 15.4％増の約 1,739 万 8,000 で、FTTH の割合が増加し続けている。  

2022 年 12 月現在、IPTV のみでテレビを視聴している世帯はテレビ視聴世帯

全体の 42.3％、地上デジタルや衛星と併用している世帯は約 23.3％であった。  

どの事業者も地上デジタルテレビ放送の無料チャンネルを含む 140 チャンネル

以上の番組パッケージを提供、ビデオ・オン・デマンド（VOD）の利用も可能で

ある。各事業者の有料オプションにはネットフリックス（Netflix）の動画配信サー

ビスも含まれている。  

また、2022 年 12 月現在で、90.3％の世帯がネット接続可能なテレビ受像機を

所有している。うちスマートテレビ機能を用いている割合は約 49％である。  

５ 法人向けソリューション提供サービス  

通信各社は近年の ICT 市場における AI/IoT 技術開発の活発化に伴い、企業向

けの各種ソリューション提供サービスの充実に努めている。2021 年から 2022 年
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には特に、国際情勢の変化を背景にセキュリティ関連のサービスへの関心が増大

した。例えばオランジュの法人向けサービス部門であるオランジュ・ビジネス・

サービス（Orange Business Services）では、2021 年にこの部門の売上高が前年

比 14％増を記録した。同社は顧客のニーズとして、職場のデジタル化による生産

性向上、ビッグデータのビジネス活用、 IoT イノベーション開発等があるとして

いるが、その実現には安全性の高いネットワークが不可欠であるとして、2022 年

のキーソリューションの一つにマルチアクセス＋マルチアプリケーション＋マル

チクラウド接続環境の整備を挙げている。SFR 及びブイグ・テレコムの法人向け

サービス部門でも、クラウド・セキュリティが提供サービスの中心に置かれてい

る。  

Ⅵ 運営体  

１ オランジュ  

Orange S.A. 

Tel.  ＋33 1 44 44 22 22 

URL https://www.orange.com/ 

所在地  78-80 rue Olivier de Serres, 75015, FRANCE 

幹 部  Christel Heydemann（社長／General Director）  

概要  

フランス・テレコム（FT、当時）は 1991 年に当時の郵便・電気通信省から分

離され国営企業として発足、1996 年に株式会社となり、2004 年 9 月に民営化し

た。2022 年 12 月の主な株主は、機関投資家が約 62.6％、政府及び政府系金融機

関が約 23％、従業員が約 7.6％で、残りが個人投資家であった。  

2010 年 3 月に就任した Richard 社長は、途上国市場への積極的進出、LTE サー

ビスの伸長を主とした 5 年計画「Conquest2015」「Essentiels2020」を経て、2019

年 12 月、世界的な高齢化や CO2 削減等の環境問題解決を見据えて積極的に ICT

ソリューションの提供を図る「Engage2025」を発表した。この戦略計画の主要目

標は以下のとおりである。  

・インフラ整備において業界でのリーダーシップを強化  

・世界的な経済成長に資する商品の提供  

・インテリジェント網や各種経営効率化サービス拡張  

・未来型企業への転換を促進  

財務上では、2021 年から 2023 年の間に、年間営業利益率を 2％から 3％引き

上げる、キャッシュフローを 2019 年の 20 億 EUR から 2023 年には 35 億～40

億 EUR とする等が挙げられている。  
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2022 年 4 月、新社長 Heydemann 氏の下で、オレンジはグループの重点活動領

域を、①ネットワーク拡充、②法人向けサービス、③サイバーセキュリティ、④

モバイル金融サービス、⑤ベンチャー支援、⑥イノベーション推進であるとした。

また、持続可能な社会参加として、世界規模でのデジタル利用環境の平等化を目

指し、中近東・アフリカでデジタル・センター開設等を行うとともに、2040 年ま

でに温室効果ガス排出をゼロにするという目標を掲げ、端末リサイクルや太陽光

基地局設置等を進めている。  

2021 年 12 月現在、同社は 26 か国で移動体通信を中心に事業を展開している。  

世界各地における関連会社の所在   （2022 年 12 月現在）  

地域  国  

欧州  

フランス、スペイン（ADSL含む）、ポーランド（固定電話・

ADSL含む）、スロバキア、ルーマニア、モルドバ、ベルギー、

ルクセンブルク  

中近東  ヨルダン（ADSL含む）  

アフリカ  

ボツワナ、カメルーン、コートジボワール、セネガル（ADSL含

む）、マダガスカル、マリ、ギニア・ビサウ、ギニア共和国、中

央アフリカ共和国、ニジェール、チュニジア、エジプト、コンゴ

民主共和国、モロッコ、モーリシャス、ブルキナファソ、シェラ

レオネ  

2022 年には、前年に引き続き中東・アフリカでの LTE 事業が順調に進み、加

入者数は合計で約 5,260 万になった。  

なお、仏国内では、2023 年 6 月現在、通信すべての分野で第 1 位の地位を保

ち、各種サービスの加入者は以下のとおりである。  

・移動電話：2,169 万 3,000（うち約 1,019 万が固定サービスとのバンドル利

用）  

・固定ブロードバンド接続：1,237 万  

・FTTH：770 万 6,000 

同じく 2022 年 6 月、進出国全体での移動電話加入数は約 2 億 4,618 万、固定

ブロードバンド加入数は約 2,447 万、欧州での固定・移動融合サービスの加入数

は約 1,164 万となった。  

２ SFR 

Tel.  ＋33 1 85 06 00 00 

URL https://www.sfr.fr/ 
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幹 部  Mathieu Cocq（社長／General Director）  

概要  

オランダの多国籍ケーブル事業者 Altice グループの完全子会社で 2022 年現在、

BFM/RMC のメディアグループ、ERT 等、複数のエンジニアリング会社と共に

「Altice France」グループを構成している。  

2022 年 6 月現在、主要サービスの加入件数は以下のとおりである。  

・移動電話：約 2,053 万 4,000 

・固定ブロードバンド接続：約 650 万 8,000 

・FTTH：  約 466 万 6,000 

３ イリヤッド・グループ  

Tel.  ＋33 1 73 50 20 00 

URL http://www.iliad.fr/ 

幹 部  Thomas Reynaud（社長／Director General）  

概要  

1991 年に設立された複数の通信関連事業者グループで、ブランド名「フリー」

を掲げ、単純な商品構成と徹底した低価格を集客戦略としている。2023 年 6 月現

在の固定ブロードバンド加入件数は約 726 万 4,000、うち FTTH は約 507 万 2,000

である。移動電話加入者総数は 1,451 万 8,000 で、新たに 66 万の新規加入者を

得た。  

2018 年にはイタリアに進出、2022 年 6 月までに約 900 万の移動電話加入者を

得ている。2022 年 1 月には FTTH サービスも開始した。また、ポーランドでは

2020 年 11 月に移動体通信事業者 Play、2022 年 4 月に固定通信事業者 UPC の

株式のそれぞれ 100％を取得した。  

４ その他の主な事業者  

事業分野  事業者  URL 

移動体通信  ブイグ・テレコム  https://www.bouyguestelecom.fr/  

放  送  

Ⅰ 監督機関等  

１ 文化省  
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Ministry of Culture  

Tel.  ＋33 1 40 15 80 00 

URL https://www.culture.gouv.fr/  

所在地  182, rue Saint-Honore, 75001 Paris, FRANCE 

幹 部  Rima Abdul Malak（大臣／Minister）  

所掌事務  

省内のメディア・文化産業総局が放送を含むメディア全般の政策立案と実施、

規則・基準の制定を司る。公共放送については、事業者に対する運営規則の制定、

一部の経営委員の任命、年次予算の策定等を行っている。  

２ 視聴覚とデジタルコミュニケーション規制機関（Arcom）  

 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 

Tel. ＋33 1 40 50 38 17 

URL https://www.arcom.fr/ 

所在地  
Tour Mirabeau, 39-43, quai Andre-Citroen 75739 Paris cedex 

15, FRANCE 

幹 部  Roch-Olivier Maistre（議長／President）  

所掌事務  

2022 年 1 月、「デジタル時代における文化作品へのアクセスの保護と規制に関

する 2021 年 10 月 25 日の法律第 2021-1382 号」に基づき、インターネットにお

ける著作物の頒布及び権利の保護のための高等機関（Haute autorité pour la dif-

fusion des œuvres et la protection des droits sur Internet：Hadopi、2012 年

～）と放送分野の独立規制機関であった視聴覚高等評議会（Conseil supérieur de 

l’audiovisuel：CSA、1989 年～）の統合により設立された。  

運営主体となる委員会は、大統領が任命する議長のほか、国民議会議長、元老

院議長による任命が各 3 名、国務院長、破棄院（国内の司法訴訟に関する最高裁

判所）長による任命が各 1 名の合計 9 名の委員から構成される。議長を除く委員

の年齢は就任時に 65 歳以下、任期は 6 年で、他の公職との兼任は不可とされて

いる。また、両院の議長による任命の手続については、野党の意向も反映した選

任を企図し、それぞれの文化委員会の委員の 5 分の 3 以上の賛成による意見に基

づいて行われると規定されている。  

具体的な所掌内容は以下のとおりである。  

・映像作品の制作振興  

・放送事業者（衛星放送、ケーブルテレビ、IPTV 等を含む）に対する許可の付

与及び番組規制  
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・公共放送の長及び一部の経営幹部の任命  

・放送事業者への周波数割当  

・政府の放送関連法案に対する諮問  

・番組受信に関する問題への対処  

・政見放送における多様性の維持  

・放送事業者の法・規則の順守に関する監督（違反者への処罰を含む）  

・未成年等社会的弱者の保護  

・放送サービス、映像・デジタルコンテンツの利用状況の調査  

・VOD、オンライン・プラットフォームにおける表現の自由及び知的財産権の

保障  

・オンライン上の情報操作、オンライン上のヘイトスピーチの取締り等市民の

権利の擁護  

Ⅱ 法令  

コミュニケーションの自由に関する 1986 年 9 月 30 日の法律第 86-1067 号（1986

年視聴覚法） 

放送分野の基本法令で、数年ごとに大規模な改正を受けている。特に 2004 年

以降の改正については、地上デジタル放送の開始を考慮した電波資源の割当ての

枠組みが示されており、2007 年 3 月の改正で、地上アナログテレビ放送の停波期

日が定められた。  

フランス・テレビジョンの組織改革については、公共放送会社の独立性を向上

させるべく、「公共放送の独立に関する法律第 2013-1028 号」が 2013 年 11 月に

公布されている。同法により、公共放送会社の会長の選任について、規制機関が

その多数決により行う方式となった。また、放送周波数割当や地上デジタル放送

の有料から無料への転換の決定権等、放送分野の独立規制機関の権限が大幅に拡

張されている。2015 年 10 月の改正では、デジタル・サービスの発展に伴う周波

数再編に際しての地上デジタル放送サービスの保証に関する各種規定が付け加え

られた。2016 年 11 月、2017 年 1 月及び 2 月、2018 年 12 月の改正では、番組

における品位や多様性の順守が放送事業者に義務付けられ、規制機関が違反者の

処罰を含みその監督に当たることが明記された。2020 年 12 月の改正は、EU の

放送規制分野の基本指令である AVM 指令の改正版である「指令 2018/1808 号」

の国内法制化で、主として従来の放送コンテンツ規制内容のオンライン・ビデオ・

サービスへの拡張を主眼としている。また 2021 年 8 月の改正では、環境保護、

特に CO2 削減に関する一般への情報提供を実施することや、ネット上で流通す

る映像作品における個人情報保護が CSA の役割に追加された。なお、「デジタル

時代における文化作品へのアクセスの保護と規制に関する 2021 年 10 月 25 日の
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法律第 2021-1382 号」による同法の改正で、CSA は従来の所掌を保持しつつ

Hadopi との統合により Arcom となった。2022 年 8 月の補正予算法律第 6 条は、

公共放送の受信料制度の廃止を決定し、公共放送の財源は付加価値税の一部から

まかなわれることとなった。他方、当該措置は 2024 年 12 月 31 日までの時限措

置であり、恒久的な財源の在り方については引き続き議論が継続中である。  

Ⅲ 政策動向  

１ 免許制度  

（１）概要  

放送事業の開始に当たっては、国務院の議を経るデクレが定める条件に従い、

各事業者に Arcom との協約によりサービス許可が付与される。  

電波資源の利用許可を必要とする放送事業に関する許可の付与は、Arcom が公

表する利用可能な周波数のリストに基づき、公募により実施される。地上テレビ

及び地上デジタルラジオのサービスについては、許可の期間はデジタル放送で 10

年、アナログラジオ放送で 5 年を超えないものとされる。この許可は、公募を経

ずに 5 年ごとにテレビは 1 回、ラジオは 2 回まで更新可能である。  

ケーブル、IPTV 等、周波数を利用しない通信網を用いて配信される番組の編

集事業者については、100 世帯以上を対象とするサービス配信者は、Arcom に事

前の届出を実施し、サービス条件に関する協約を結ぶこととする。これらの事業

者は、公共放送の番組を無料で配信する義務を有する。  

上記のテレビ・サービスの付属でないオンデマンド配信サービスを提供する事

業者も同様に、サービス開始前にサービス内容に関する届出を実施、Arcom と協

約を結ぶこととする。  

（２）1 事業者による許可件数の上限  

放送分野ごとのサービス許可件数の上限は以下のとおり。  

・全国放送の地上テレビについては、複数の許可の取得は不可。ただし、地上

デジタルテレビについては、番組編集がそれぞれ別個の会社によって行われるこ

とを条件として 7 件までの許可の取得ができる。  

・地域放送の地上デジタルテレビについては、現行のサービス地域を対象とし

た新たな許可の取得はできない。  

・1,900 万以上の人口を持つ地域放送の地上デジタルテレビについては、新た

な地域放送の許可を取得することはできない。  

・ラジオについては、1 事業者の視聴者シェアが 20％を超えてはならない。  

・衛星アナログ放送については、ラジオ・テレビとも複数の許可の取得はでき

ない。  

（３）メディア所有規制 次の条件のうち二つ以上を備えた者には地上デジタル
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テレビの全国放送の許可の取得はできない。  

・400 万以上の住民の存在する地域で地上デジタル放送の許可を取得している。 

・3,000 万以上の住民の存在する地域でラジオ放送の許可を取得している。  

・全国で 20％以上のシェアを有する日刊新聞を編集あるいは運営している。  

また、次の条件のうち二つ以上を備えた者には地上デジタルテレビの地域放送

の許可の取得はできない。  

・当該の地域において既に地上デジタルテレビ放送の許可を取得している。  

・潜在的な聴取者シェア 10％以上のラジオ放送の許可を取得している。  

・当該の地域で日刊新聞を編集あるいは運営している。  

（４）資本所有規制  

地上又は衛星テレビ放送の資本所有規制の概要は以下のとおりである。  

・地上テレビ放送において、全体の視聴率の 8%を超える事業者に対する資本

又は議決権所有の上限は 49％である。また、全体の視聴率の 8%を超える地上テ

レビ事業者は、同じ許可を有する事業者の資本又は議決権の 33％以上を所有する

ことはできない。  

・地上デジタルテレビ放送事業者の資本又は議決権の 15％以上を所有する者

は、同じ許可を有する事業者の資本又は議決権の 15％以上を所有することはでき

ない。  

・衛星アナログ放送において、1 事業者に対する資本又は議決権所有の上限は

50％である。  

・二つのアナログ方式の衛星テレビ放送事業者の資本又は議決権の 5％以上を

所有する者は、同じ許可を有する事業者の資本又は議決権の 5％以上を所有する

ことはできない。  

（５）外資規制  

「コミュニケーションの自由に関する 1986 年 9 月 30 日の法律第 86-1067 号」

第 40 条により、政府が署名した国際公約を除き、外国籍の個人又は法人が、国内

の地上放送事業者の資本あるいは議決権の 20％以上を直接にも間接にも所有す

ることはできない。  

２ コンテンツ規制  

（１）番組規制  

①音楽番組  

商業放送事業者の番組内容については、個々の事業者と Arcom との協約に基

づき個別に規制を定める。ラジオにおいては、聴取率の高い時間帯に放送する音

楽番組中の少なくとも 40％がフランス語の歌曲であり、更にその半数は新人の作

品あるいは新作でなければならない。事業者の性質により、以下が義務付けられ

る。  
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・音楽放送を専門とする事業者：題名がフランス語の曲の割合を 60％とし、新

作の割合を平均 1 時間に 1 曲、全体の 10％までとする。  

・若手の作品の放送を目的とする事業者：題名がフランス語の曲の割合を 35％

とし、うち 25％を新人の作品とする。  

②映画・テレビ番組  

テレビ放送のプライムタイムの番組編成において映画あるいはテレビ番組が占

める割合は、少なくともその 60％が欧州域内で制作されたもの、40％はオリジナ

ル版がフランス語で制作されたものでなければならない。  

③地方向け番組  

スクランブルを実施しない全国向けテレビ放送事業者が放送する自社制作の地

方向け番組は、特に Arcom が例外を認めない限り、1 日 3 時間を限度とする。  

④社会的弱者保護  

未成年者の身体的、精神的及び道徳的成長を阻害する可能性のある番組につい

て、Arcom は個々の事業者との協約に基づき、放送時間の制限や視覚的表示によ

る警告がなされているかについて監督し、催告を与えることができる。オンライ

ン・プラットフォーマーに対しては、16 歳以下の未成年者の映像の流出制御に関

する憲章の順守状況を定期的に監督する。  

放送事業者は、番組が人種、性別、宗教等についての差別的内容を含まないよ

う留意するものとし、催告等の措置は番組放送後に実施するものとされる。事業

者が催告に従わなかった場合、放送停止や協約期間の短縮等の措置が可能である。

この規定はオンデマンド方式の番組再送信サービスにも適用される。  

また、全国で年間平均 2.5％以上の人口が視聴する地上デジタルテレビのチャ

ンネルについては、視聴者の多い時間の番組放送に当たっては、視覚障がい者向

けの対応が義務付けられている。  

（２）広告規制  

Arcom は、オンデマンド・サービスを含む映像放送事業者の広告放送への規制

を所掌する。規制の主目的は、人間、特に女性の尊厳の維持と若年層に健全な社

会への関心を喚起、危険行動を回避させることである。規制内容には、政治団体

の広告の禁止、未成年の健康に悪影響を与える材料が多量に含まれる飲食物や地

球環境に悪影響を与える物品・サービスの広告の減少を図ることも含まれる。サ

ブリミナル広告は禁じられる。プロダクト・プレースメントについては、ニュー

ス、宗教、青少年向け番組等では許可されない。またプロダクト・プレースメン

トを含む番組の放送に当たっては、事前に視聴者への通知が必要とされる。  

テレビ放送における広告は、原則として使用言語をフランス語に限り、放送時

間 60 分当たりの広告放送時間は、公共放送で 8 分以内、商業放送で 12 分以内で

ある。また公共放送では、夜間（20 時から翌 6 時）の広告放送は禁止されている。  
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３ 公共放送関連政策  

（１）公共放送事業者のガバナンス  

「コミュニケーションの自由に関する 1986 年 9 月 30 日の法律第 86-1067 号」

第 47 条により、国が公共放送事業者フランス・テレビジョン及びラジオ・フラン

スの全資本を所有する。同法第 47-1 条により、フランス・テレビジョンの経営委

員会は、会長のほか、任期を 5 年間とする 14 名の委員で構成され、そのうち 2 名

は国民議会及び元老院において文化事項を所管する委員会によって指名される議

員、5 名は国の代表、5 名は Arcom によって任命される独立人、2 名は職員代表

を充てることとされている。同法第 47-2 条により、ラジオ・フランスの経営委員

会は、任期を 5 年とする 12 名の委員で構成され、そのうち 2 名は国民議会及び

元老院において文化事項を所管する委員会によって指名される議員、4 名は国の

代表、4 名は Arcom によって任命される独立人、2 名は職員代表を充てることと

されている。それぞれの会長は、同法第 47-4 条により、Arcom の多数決により

任命される。  

国際放送については、国が全資本を所有するフランス・メディア・モンド

（France Médias Monde）が国際ラジオ放送 RFI 及び国際テレビニュース放送

France24 を運営している。  

このほか、ARTE フランスが、ARTE ドイツ及び ARTE GEIE と共に、ARTE

グループを構成し、文化・教養専門のテレビ・チャンネル ARTE を運営している。  

公共放送機関には、3～5 年間の事業計画である「目標手段契約」を政府に提出

し、年ごとに実現報告を行う義務が課せられている。フランス・テレビジョンに

ついては、2016 年 7 月に、フィクション制作への年間 4 億 2,000 万 EUR 以上の

投資、ビデオ配信プラットフォームの形成、ニュース専門チャンネルの放送開始

の 3 点を中心課題とする 2016～2020 年の計画を提出し、以下の実現のために

2020 年までに合計 6,300 万 EUR の助成金増額を要求した。2021 年以降につい

ては、新たな「目標手段契約」は提出されていないものの、数回のデクレにより、

2020 年までの計画の修正が発表されている。  

2018 年 6 月には、文化省が新たな公共放送改革案を提示、フランス・テレビ

ジョンに対し、視聴率の低い 2 チャンネル（F4 及び Fô）の廃止を提案した。フ

ランス・テレビジョンはこれに基づき、2020 年 8 月に海外県・領土向け放送の

Fô の閉鎖を決定した。若年層向けとされていた F4 については、CSA（当時）が

COVID-19 の影響で学習の機会が減少した児童生徒への教育放送を評価したこと

もあり、チャンネルを保存しての内容再編となった「2021 年 6 月 19 日のデクレ

第 2001-785 号」は、F4 の放送番組を昼間は教育、夜間は劇場や映画等のスペク

タクル中継に特化したものとすることを指示している。  

（２）公共放送予算  
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公共視聴覚負担金（受信料）は、2022 年 8 月に廃止が決定され、2022 年分は

徴収されないとして、視聴者は 2022 年分として支払った額の払戻しを受けた。

2022 年 9 月発表の文化省向け 2023 年予算法律案では、公共放送運営予算として

付加価値税収入の一部を充てるとしている。ここでは、2023 年の公共放送向け政

府支出は、2022 年比 3.1％増の 38 億 1,600 万 EUR が予定されている。文化省は

重点的に資金を割り振るべき分野として、地方番組の充実、若年層向けのデジタ

ル・プラットフォーム・サービスの定着、ラジオ番組の多様化等を挙げている。  

４ 地上デジタル放送  

国内の地上デジタルテレビ放送（DTT）は、2005 年 3 月に開始、2011 年 11 月

末には全土で完全停波が実現した。2015 年 10 月には、地上デジタルの全国放送

事業者に、人口カバレッジ 90％以上の維持が義務付けられている。難視聴地域で

は、国際的な周波数調整の関連でカバーが難しいとされる東部の国境地域を中心

に、アストラ（Astra）衛星による無料放送の配信が実施されている。  

DTT におけるマルチプレックスの運用については数を指定された事業者が共

同でマルチプレックス事業者を指定、当該の事業者に対して周波数が割り当てら

れることとされている。放送送信については、マルチプレックス事業者と送信事

業者との契約に基づいて実施される。  

CSA（当時）は 2016 年 4 月に DTT チャンネルの画像圧縮方式を MPEG4 に移

行、マルチプレックス枠を 8 から 6 に再編、R5 及び R8 を電話サービスに開放し

た。これに伴い、大半の全国放送事業が HDTV に移行した。  

地上デジタルラジオについては、2012 年 4 月から 2022 年 7 月まで、地方都市

を対象とした複数の公募が実施されている。2021 年 12 月までに周波数割当を受

けた局数は 1,000 に達している。2021 年 10 月現在、全国の人口カバレッジは

39％である。2022 年から、Arcom はサイト上で県ごとのカバレッジ・マップを

公開している。  

Ⅳ 事業の現状  

１ ラジオ  

2022 年、国内のラジオ受像機販売数は約 270 万で、その 15％が DAB+対応で

ある。  

公共放送には 3 事業者が存在し、ラジオ・フランスは、総合編成の France Inter、

ニュース専門の France Info、文化専門の France Culture、クラシック及びジャ

ズ音楽の France Musique の 4 系統の全国放送のほか、44 の地方局を結ぶ France 

Bleu ネットワークを全国で展開している。国際放送は France Media Monde の

子会社 RFI がフランス語及び放送地域に合わせた 15 の言語で放送を実施してい

る。また、フランス・テレビジョンの海外県・領土部門 Outre-mer 1ère が 9 地
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域向けのサービスを行っている。  

商業 FM 放送は 87.5-108MHz の帯域での周波数利用許可の取得が必要とされ、

サービスを実施している局は 2021 年 12 月現在 1,000 を超えている。商業ラジオ

放送は以下に分類されている。  

①同好者の協会によるサービス  

②独立系ローカル・サービス  

③全国向けプログラムを放送するローカル・サービス  

④全国ネットでの専門サービス  

⑤全国ネットでの総合サービス  

大手民間ラジオ事業者はほとんど⑤の分類で周波数割当を受けており、聴取者

が多い局には、NRJ、RTL 等がある。また、主要ラジオ局はほとんどがポッドキャ

スト・サービスを提供している  

２ テレビ  

2022 年 12 月現在、仏世帯の 90.3％が、テレビ受像機を所有している。地上デ

ジタル放送を視聴している世帯は、このうちの約 43.2％、地上デジタルのみがテ

レビ視聴手段である世帯は 19％である。2022 年 12 月現在、全国をカバーする無

料放送チャンネル数は 25（民間 18、公共 7）、有料放送チャンネル数は 5 である。

ローカル放送については、2007 年 9 月から開始され、2021 年 12 月までに仏本

土では 43 チャンネルが放送を実施している。  

これらのチャンネルには R1～R4、R6、R7 のマルチプレックスが割り当てられ

ており、R1 は主に公共放送、R3 は主に有料放送、その他は無料の商業放送中心

に用いられている。  

マルチプレックスの構成      （2023 年 10 月現在）  

R1 France2
＊
、France3

＊
、France4

＊
、Franceinfo

＊
、ローカル放送  

R2 C8、BFM TV、CStar、CNews、Gulli 

R3 
Canal＋  Cinéma

＊＊
、Canal＋  Sport

＊＊
、Planète

＊＊
、Canal＋

＊＊
、

LCI、Paris Première
＊＊

 

R4 M6、W9、France5
＊
、6ter、ARTE

＊
 

R6 TF1、LCP Public Senat*、TMC、NRJ12、TFX 

R7 
TF1 Série Film、Chérie25、L ’Equipe、RMC Story、RMC Decou-

verte 

  
＊
公共放送 

＊＊
有料放送  

商業放送では、多事業のコングロマリットであるブイグ・グループに属する TF1

とメディア・コングロマリット、ビベンディ・グループのカナル・プリュス
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（Canal+）、M6（Metropole Television）の勢力が強く、上記の表中で、TF1 は

五つ、カナル・プリュスは七つ（無料 3、有料 4）、M6 は五つ（無料 4、有料１）

の系列チャンネルを有している。  

2000 年代後半からフランス・テレビジョンを中心に大手事業者がキャッチアッ

プ・サービスを開始、VOD サービスの一環として、1 週間～1 か月の範囲で見逃

した番組のネット上でのストリーミング視聴を可能にしている。  

３ 衛星放送  

衛星放送のみを視聴している世帯は、2022 年 12 月現在、テレビ視聴世帯全体

の 6.2％、地上波や IPTV と併用している世帯は約 8.7％である。  

主要事業者はカナル・プリュスのみで、同社はアストラ衛星を用いて基本パッ

ケージ＋専門チャンネル・シリーズで 4 種類のプランを提供しており、ネットフ

リックスの利用が可能なものもある。2007 年 6 月から、同社は DTT チャンネル

の衛星による配信にプラットフォームを提供、TNTSat の名称で無料放送を実施

しており、2016 年 4 月にはサービスを HDTV に全面移行した。  

国外向けには、フランス・メディア・モンド傘下の France24 が 67 か国の 3 億

5,500 万世帯を対象に、英語、フランス語、アラビア語、スペイン語の 24 時間放

送を実施している。  

また、フランス語圏を中心に TV5 モンド（フランス・テレビジョンやフラン

ス・メディア・モンドのほか、スイスの SSR やベルギーの RTBF 等が出資）が

10 チャンネルの送信を実施しており、13 か国語で 198 か国、3 億 6,400 万世帯

が視聴可能である。  

４ ケーブルテレビ  

全国でサービスを実施している大手事業者は SFR のみであるが、同社のテレ

ビ・サービス・プランは、技術中立で高速ブロードバンドのトリプルプレイとし

て提供されているため、Arcom の分類上では IPTV に含まれている。2022 年 10

月現在、基本パッケージは 160 のテレビ・チャンネルを含み、各種専門チャンネ

ル・パッケージがオプションで利用可能である。  

Ⅴ 運営体  

１ フランス・テレビジョン  

France Télévisions 

Tel ＋33 1 56 22 60 00 

URL https://www.francetelevisions.fr/  

所在地  7, esplanade Henri de France, 75105 Paris Cedex 15, FRANCE 
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幹 部  Delphine Ernotte Cunci（会長／President Director-General）  

概要  

2000 年の放送法改正で同年 9 月に設立し、持株会社が運営してきたが、2009

年 1 月に全国番組会社に改組し、個別に運営されていた傘下の番組制作会社を統

合した。2022 年 10 月現在、本土では 5 チャンネル、海外県・領土では 1 チャン

ネルの DTT サービスを実施している。  

フランス・テレビジョンの DTT チャンネル  

名称  主な番組内容  

フランス2 ドラマやドキュメンタリーを中心とする総合番組  

フランス3 ローカルニュース、総合番組  

フランス4 昼間：教育、夜間：各種スペクタクル中継  

フランス5 文化・教養  

フランス1ère 
総合番組（海外県・領土でそれぞれの制作番組を放送。本土で

はニュース及び天気予報のみ視聴可能）  

Franceinfo 2016年9月に発足したニュース専門チャンネル  

2018 年 2 月からネット配信プラットフォーム・サービス「 france.tv」が開始

され、上記の各チャンネルの番組が過去数か月分視聴できるようになった。また、

教育、ニュース、スポーツ等のオリジナル・ビデオ映像を各種デジタルメディア

上で、随時無料で視聴できる 10 代後半～20 代向けチャンネル「France.tv/slash」

がサービスを開始した。  

2015 年 8 月に総裁に就任した Cunci 氏は、就任に先立って発表した経営改善

計画「Audace2020」により、フランス・テレビジョンのチャンネルのそれぞれの

役割を明確化した。  

デジタル化時代への対応については、VOD サービスの拡張を図り、特に若年層

向け番組と国立視聴覚研究所（ Institut National de l’Audiovisuel：INA）の所

有するコンテンツの開放が重要だとしており、有料コンテンツの増加が今後の収

入確保に欠かせないとした。  

2020 年 10 月には、大手商業放送グループの TF1 及び M6 との提携の下で、有

料動画配信プラットフォーム「Salto」が発足した。「Salto」は 25 以上のチャン

ネルの番組が同時あるいは見逃し視聴できるほか、テレビ番組シリーズや映画、

ドキュメンタリー等の映像をカタログからの選択により、各種デジタルメディア

上で視聴可能であったが、2023 年 2 月にサービス終了を発表した。  

フランス・テレビジョンは 2022 年の活動につき、チャンネル合計の視聴シェ
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アは 29.4％で、国内視聴者の 5 人に 4 人が毎週同社の番組を視聴しており、

「 france.tv」サービスで視聴されたビデオ数は 13 億に上ると報告している。  

２ カナル・プリュス  

Canal Plus 

Tel. ＋33 1 71 35 35 35 

URL https://www.canalplus.com/ 

所在地  
1, place du Spectacle 92863, Issy-les-Moulineaux Cedex 9, 

FRANCE 

幹 部  Maxime Saada（最高経営責任者／CEO）  

 

概要  

国内で唯一の大手有料放送事業者で、地上デジタル放送、衛星、ケーブル、IPTV

等に番組を提供するほか、近年は 4K 映像視聴可能な衛星／ IPTV デコーダやマ

ルチスクリーン・アプリケーション「Mycanal」等、サービスのデジタル化に注

力している。ビベンディが株式の 100％を所有している。国内では有料放送のほ

か地上デジタルの無料放送 3 チャンネルを運用し、映画・テレビ番組の制作・販

売子会社「Studiocanal」を所有している。  

2022 年 12 月現在のグループの加入者合計は約 2,549 万 4,000 である（うち仏

国内は 950 万 8000、373 万 2,000 は通信事業者との提携による）。国外市場にお

いては、アフリカ大陸で中西部を中心に 25 か国で衛星放送を実施、2022 年 12 月

現在の加入数は約 759 万 7,000 である。また、南アフリカに本拠を持つアフリカ

最大の有料放送事業者 Multichoice の株式の 15％を所有している。欧州では、

ポーランドの衛星放送事業者 Cifra+の株式の 51％を所有し、「Canal+ Polska」

の名称でプラットフォームを提供している。2019 年 5 月には、欧州 7 か国で衛

星／OTT テレビ・サービス・プラットフォームを提供する M7 を買収した。2021

年 12 月現在の欧州（仏以外）の加入者合計は約 633 万 5,000 である。また、ベ

トナムの「K+」（株式所有は 49％）、ミャンマーの「Canal+ y」（Forever 社との

合弁）等、アジア地域への進出を進め、アジアでの加入者合計は 2021 年 12 月現

在で約 123 万である。  

３ その他の主な事業者  

事業分野  事業者  URL 

地上放送  
TF1 https://www.tf1.fr/ 

M6 https://www.groupem6.fr/ 

放送送信  TDF https://www.tdf.fr/ 
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電  波  

Ⅰ 監督機関等  

１ 監督機関  

（１）電子通信・郵便・出版流通規制機関（ARCEP）  

（通信／Ⅰ－２の項参照）  

所掌事務  

電子通信事業者の周波数利用条件の決定及び周波数利用の許可等を所掌する。  

（２）全国周波数庁（ANFR）  

National Frequency Agency 

Tel. ＋33 1 45 18 72 72 

URL https://www.anfr.fr/ 

所在地  
78, Avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort, 

FRANCE 

幹 部  Gilles Brégant（長官／General Director）  

所掌事務  

周波数管理機関として、1997 年 1 月 1 日に経済・財政省（現経済・財務・産

業・デジタル主権省）の下に設置された。主な所掌事務は「郵便・電子通信法」

R.20-44-11 条により以下のとおりである。  

・周波数の有効利用を目的とした市場調査、監査及び政策提言  

・周波数利用についての計画策定及び配分表の作成  

・周波数干渉に関する事業者への指導  

・政府機関に対する周波数割当  

・周波数問題に関する国際会議における国の代表  

・国内の周波数利用状況に関する公的資料の作成  

・無線局設置可能な用地の最善利用を目的とした全国レベルでの調整  

・周波数再配分基金について公人あるいは私人が負担する拠出金の徴収  

（３）視聴覚とデジタルコミュニケーション規制機関（Arcom）  

（放送／Ⅰ－２の項参照）  

所掌事務  

放送用周波数の割当て及び管理を所掌する。  

２ 標準化機関  

フランス標準化協会（AFNOR）  
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French Standardization Association 

Tel.  ＋33 1 41 62 84 93 

URL https://www.afnor.org/ 

所在地  
11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis 

Cedex, FRANCE 

幹 部  Olivier Peyrat（会長／General Director）  

所掌事務  

経済・財務省（現経済・財務・産業・デジタル主権省）の管轄に属する公益事

業体であり、情報通信関連企業等の代表により構成される。情報通信分野を含め

た技術標準の策定、国際標準に関する調査、製品及びサービスに関する証明書の

発行等を実施する。   

Ⅱ 電波監理政策の動向  

１ 電波監理政策の概要  

フランスの電波監理に関する主管庁は、電波監理機関と周波数割当機関の 2 層

で構成されており、国家レベルの周波数分配は、電波監理機関である ANFR が所

管する。「郵便・電子通信法典」第 L42-1 条により ARCEP は、ANFR の周波数

分配を受けて、通信分野における周波数の割当業務を所管する。電子通信事業者

の周波数利用に関して、同法第 L42 条により、ARCEP は周波数の利用の技術規

則と条件を設定する。  

２ 無線局免許制度  

無線局免許制度は、「郵便・電子通信法典」第 L41-1 条に定められており、第

L33-3 条に定められた免許不要局を除いて、信号の発信及び受信等で周波数を利

用する際、免許取得が必要であると定められている。なお、周波数資源の希少性

等の理由から、ARCEP は、周波数の有効利用の原則に基づき、免許件数に制限を

加え、免許人の選定に比較審査やオークションを実施できることが第 L42-2 条に

定められている。  

３ 周波数割当制度・電波再配分制度  

「郵便・電子通信法典」第 L42-3 条は、周波数の譲渡あるいは無線局の位置変

更に関する計画はすべて ARCEP に通知・公開することとしている。周波数帯が

公共サービスに利用されている場合は、ARCEP の許可が必要であるとしている。 

（１）800MHz 帯及び 2.6GHz 帯  

ARCEP は、LTE 等の 4G 移動体通信を使った「超高速モバイル（Ultra Fast 

Mobile）」に割り当てるため、地上デジタルテレビの周波数再編に伴い空き周波数

となった 800MHz 帯（791-821/832-862MHz）と 2.6GHz 帯（2500-2570/2620-
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2690MHz）の周波数割当を 2011 年に実施した。うち 2.6GHz 帯については、2011

年 9 月にブイグ・テレコム（15MHz）、オランジュ（20MHz）、フリー・モバイル

（20MHz）、SFR（15MHz）が周波数の割当てを受けることになった。これらの

事業者は、ネットワーク拡張義務として免許取得後 4 年間で 25％、8 年間で 60％、

12 年間で 75％の人口カバレッジを達成することとされた。  

800MHz 帯については、2011 年 12 月 22 日にブイグ・テレコム、SFR、及び

オランジュに 10MHz 幅が割り当てられた。割当事業者のカバレッジ義務は、全

国での人口カバレッジを免許取得後 12 年間で 98％、15 年間で 99.6％を達成す

ることと、人口過疎地域（Zone de Déploiement Prioritaire：ZDP）の「優先開

発地区」（人口 18％、領土面積 63％相当）において、免許取得後 5 年間で 40％、

10 年間で 90％を達成することとされた。また、800MHz 帯の割当てを受けてい

ないフリー・モバイルには、2.6GHz 帯でのネットワークの人口カバレッジ 25％

を満たすことを条件に、他社の 800MHz 帯ネットワークをローミングで利用する

ことが認められている。  

（２）LTE1800 

ARCEP は、2013 年から、GSM に割り当てた 1800MHz 帯を、LTE に再割当

する方針を明らかにし、2015 年 7 月には、事業者に割り当てた 1800MHz 帯を再

編する決定を下し、4 社に割り当てられている 1800MHz 帯の帯域幅（オランジュ

（23.8MHz 幅×2）、SFR（23.8MHz 幅×2）、ブイグ・テレコム（21.6MHz 幅×

2）、フリー・モバイル（5MHz 幅×2））について、2016 年 5 月 25 日から新規参

入のフリー・モバイルへは 15MHz 幅×2、既存 3 社へはそれぞれ 20MHz 幅×2

の割当てに再編することを明らかにした。このうち、フリー・モバイルについて、

同年 9 月、15MHz（1750-1765/1845-1860MHz）の割当てが実施された。  

なお、2020 年末から開始された 5G 網構築に際し、オランジュ、SFR 及びブイ

グ・テレコムの 3 社は、この帯域の基地局の一部を 5G サービス向けに活用して

いる。  

（３）700MHz 帯  

ARCEP は、地上放送デジタルに用いられている 700MHz 帯の 30MHz 幅×2

（703-733/758-788MHz）について、2015 年 10 月に周波数オークションを実施

し、オランジュ、フリー・モバイル、SFR、ブイグ・テレコムが落札した。この

帯域の利用許可の期間は 20 年で、許可を取得した移動体通信事業者には、2030

年末までに全国網の人口カバレッジ 99.6％、基幹道路のカバレッジ 100％、鉄道

線路のカバレッジ 90％等のネットワーク拡張義務が課されている。また、2022

年 1 月 17 日までに、700MHz 帯を使い、指定された過疎地域の 50%の人口を 4G

でカバーすることが求められている。  

2016 年 4 月、フランスでは地上デジタル放送への完全移行がなされ、同年 4 月
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6 日から、2,374 の自治体で落札事業者が 700MHz 帯でのサービス実施を許可さ

れた。  

700MHz 帯オークション結果       （単位：EUR）  

帯域  幅  落札者  落札金額  

703-708/758-763MHz 5MHz幅×2 SFR 466,000,000 

708-718/763-773MHz 10MHz幅×2 オランジュ  933,078,323 

718-723/773-778MHz 5MHz幅×2 ブイグ・テレコム  467,164,000 

723-733/778-788MHz 10MHz幅×2 フリー・モバイル  932,734,001 

なお、2020 年末から開始された 5G 網構築に際し、フリー・モバイルは、この

帯域の基地局の一部を 5G サービス向けに活用している。  

（４）2.6GHz 帯及び 3.5GHz 帯  

ARCEP は、2017 年 6 月、2.6GHz 帯及び 3.5GHz 帯の今後の利用に関する方

針案を公表した。ARCEP は、2017 年 1 月に、2.6GHz 帯（TDD）、3.5GHz 帯、

1.4GHz 帯、2.3GHz 帯、700MHz 帯（FDD 向け一部の帯域）、400MHz 帯、26GHz

帯の新たな使途に分配するためのパブリック・コンサルテーション「地域、企業、

5G 及びイノベーションのための新たな周波数（De nouvelles fréquences pour les 

territoires, les entreprises, la 5G et l ’innovation）」を実施しており、その結果

を踏まえ、2.6GHz 帯の業務用無線（Professionnal Mobile Radio：PMR）への分

配、3.5GHz 帯（3400-3800MHz）のルーラル固定無線ブロードバンド及び 5G へ

の分配を柱とする方針案にまとめたものである。同方針案の概要と最近の進展状

況は以下のとおりである。  

①業務用無線（PMR）  

2.6GHz 帯における時分割（TDD）用の 40MHz 幅（2575-2615MHz）を PMR

に分配し、2G 技術から超高速ネットワークにアップグレードする。2019 年 5 月、

割当計画の詳細についての案内文書が発行され、割当てを希望する事業者に対す

る相談・申請窓口が開かれた。この窓口を通して 2022 年 9 月までに 70 件超の申

請が行われ、うち 10 件で割当手続が完了した。  

②ルーラル固定無線ブロードバンド  

有線の超高速通信が利用できない地域において、3.5GHz 帯の 50MHz 幅（3410-

3460MHz）を、無線ローカルループ（WLL）の超高速無線ネットワークに利用し、

通信網をアップグレードする。2017 年末には割当計画が具体化し、割当てを希望

する事業者向けの相談・申請窓口が開かれた。2021 年 4 月現在、13 の県で事業

者あるいは自治体が利用許可を付与されており、2 件の申請が審議中である。  

③5G 
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政府は 3.5GHz 帯（3400-3800MHz）のうち、上記②に割り当てられる帯域以

外を 5G に分配するとしており、将来的には同帯域上の周波数を途切れのない連

続したものにし、2026 年までに 640MHz 幅を 5G システムで連続して利用でき

る帯域に再編することを計画している。このため ARCEP は、3400-3600MHz 帯

を割り当てられている既存の事業者を中心に免許内容の改正を行い、割当帯域を

再編している。  

3490-3800MHz の 310MHz 幅については、2019 年 11 月に割当計画の概要が

発表され、2020 年に以下の 2 段階で入札が行われた。免許期間は 15 年とされて

いる。  

①4 事業者に対し、それぞれ 50MHz ずつを固定価格で割り当てる。申請者が 5

社以上であれば、別途審査が実施される。  

②残りの帯域については、10MHz を 1 単位として最低価格を設定、各ブロッ

クにつき希望者が複数の場合はオークションを実施する。  

①、②を通じ、1 事業者の取得可能帯域は 100MHz までとされている。また、

周波数を取得した事業者には以下の義務が課せられる。  

・2000 年内に少なくとも 2 都市でサービスを開始し、2022 年までに 3,000、

2024 年までに 8,000、2025 年までに 1 万 500 の基地局を設置  

・2022 年に 75％、2030 年にはすべての基地局で最大通信速度 240Mbps の接

続サービスを提供  

・ 2025 年までに高速道路、 2030 年までに幹線道路すべてで最大通信速度

100Mbps の接続サービスを提供  

・2023 年までに各種 ICT 産業分野での応用（スライシング）を可能にする体

制の整備  

・IPv6 との互換性の保証  

上記①で 50MHz 帯域幅を取得した 4 事業者には更に、割当時に以下を順守す

る協約を ARCEP と交わすこととされている。  

・行政機関、自治体、企業等からのカバレッジやサービス要求に適切に対応  

・建物内での接続環境の改善  

・固定通信事業者からの接続要請への対応  

・カバレッジ拡大、サービス提供体制、事故対応等の計画の明示  

・MVNO の受入れとサービス開発への支援  

2020 年 4 月には、既存 4 事業者が対応周波数へのオークションの参加申請を

提出、ほかに参加事業者がなかったため、それぞれが固定価格 3 億 5,000 万 EUR

で 50MHz 幅の利用権を取得することが決定した。  

2020 年 9 月には、残りの 110MHz 幅に対するオークションが開始、10 月 1 日、

ARCEP は最終結果を発表した。帯域 10MHz 当たりの落札額は 1 億 2,600 万 EUR
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であった。  

同 11 月には更に、各事業者への利用帯域の割当てが実施され、フリー・モバイ

ルが希望帯域取得料として 310 万 EUR を支払うことになった。このオークショ

ンで政府が得る周波数利用許可取得料は約 27 億 8,910 万 EUR で、各事業者に

は、2034 年までの分割払が可能とされている。各事業者は更に、今回の取得帯域

を利用したサービスから得る年ごとの売上高の 1％を電波使用料として政府に支

払うこととされている。  

5G 対応帯域オークション結果  

事業者名  
ブイグ・  

テレコム  

フリー・  

モバイル  
オランジュ  SFR 合計  

割当周波数

（MHz）  
3570-3640 3640-3710 3710-3800 3490-3570  

帯域幅  70MHz 70MHz 90MHz 80MHz 310MHz 

支払予定額  

（百万EUR）  
602  605.1 854  728  2,789.1 

（５）26GHz 帯  

ARCEP は、26GHz 帯を 5G 展開のためのパイオニア・バンドとして位置付け

ており、産業界及び地方自治体や研究機関での先端サービスでの利用を期待して

いる。2019 年には、2020 年からのこの帯域の開放を見越して、技術中立で実験

プロジェクトの公募を開始した。2022 年 10 月までに、通信事業者のほか、 ICT

サービス企業や研究機関等が 15 都市で実験を実施している。  

（６）3.8-4.0GHz 帯  

（５）と同様の主旨で、ARCEP は 2022 年 5 月に同 12 月までの予定で 3.8-

4.0GHz 帯での実験プロジェクトの公募を開始した。この帯域は航空その他の用

途で使用されている地域もあり、利用技術に若干の制限が加えられる場合もある

ものの、審査により適合ケースと認められたプロジェクトには、最大 100MHz 幅

の利用が 3 年間可能になる。2022 年 10 月現在、13 件のプロジェクトが選出され

ており、日本の NTT も南仏 Parisot 市で企業向けネットワーク・サービスに関す

る実験を実施している。  

（７）900/1800/2100MHz 帯の再割当  

ARCEP は、2018 年 8 月、2021～2024 年に期限を迎える 900/1800/2100MHz

帯の再割当を行うための入札手続を開始したが、事業者が LTE カバレッジ義務

を果たすことを条件に入札は実施せず、各事業者への割当ては継続すると決定し

た（通信／Ⅲ－３（３）の項参照）。  
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（８）海外県・領土における 4G 周波数割当  

ARCEP は、2016 年 11 月、フランス海外県・領土における 4G 免許事業者を決

定した。ARCEP の募集に対し 25 件の申請が提出され、これらの申請を審査し、

地域ごとに以下の 4 事業者を免許人に選定した。これらの事業者には、各地域で

800MHz 帯と 2.6GHz 帯の未割当帯域、並びに新規で開放される 900MHz 帯、

1800MHz 帯、2.1GHz 帯が割り当てられる。サービスは、同決定後から提供する

ことができる。  

2021 年 8 月には、Réunion で 700MHz 帯及び 3.4-3.8GHz 帯、Mayotte で

700MHz 帯と 900MHz 帯の割当てに関する公募が開始され、12 月にどちらの地

域でも 700MHz 帯ではオランジュと Telco OI I（Iliad 子会社）に 10MHz デュプ

レックス（うち 5MHz はオークションによる）、他の 2 事業者に 5MHz デュプ

レックスの割当てが決定した。Réunion の 3.4-3.8GHz 帯については、ZEOP Mo-

bile に 80MHz 幅、その他の 3 事業者に 100MHz 幅の割当てが行われるとされ

た。Mayotte の 900MHz 帯については、BJT Parteners（ブランド名：Maoré 

Mobile）に 1.6MHz デュプレックス、Telco O に 1MHz デュプレックスの割当て

が決定した。  

2022 年 9 月末、Guyane、Saint-Barthélemy 及び Saint-Martin で 700MHz と

3.4-3.8GHz、Saint-Barthélemy で 900MHz と 2.1GHz の割当てに関する公募が

開始され、2023 年前半の割当てが予定されている。  

海外県における 4G 事業者  

海外県  事業者  

Guadeloupe、Guy-

ane、Martinique 

Digicel、フリー・モバイル、Orange Caraïbe、SFR 

Caraïbe 

Saint Barthélemy、

Saint Martin 

Dauphin Telecom、Digicel、フリー・モバイル、

Orange Caraïbe 

Réunion オランジュ、SFR Réunion、Telco OI、ZEOP Mobile 

Mayotte BJT Partners、オランジュ、SFR Mayotte、Telco OI 

４ 電波監視体制  

「郵便・電子通信法典」第 L43 条により、電波監視業務は、ANFR の所掌業務

であり、周波数制御局が以下を主に所管している。  

①周波数の適切な利用の監視  

②混信元の特定及び司法手段の準備  

③海上無線設備及び無線端末市場の監督  

フランス本土における電波監視は、ランブイエ国際監視センター及び本土 4 か
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所の地方監視センター（ドンジュ、エクス－マルセイユ、トゥールーズ、ヴィル

ジュイフ）、東部地方間監視センター、ベルギーとの国境地帯でのアンテナで実施

されている。海外県・領土においては、Antilles-Guyane に一基、Réunion – Ma-

yotte に一基のアンテナが設置されている。  

５ 電波利用料制度  

公衆電子通信網の運用又はサービスを目的として、ARCEP により周波数資源

の利用を許可された事業者は、「ARCEP により周波数利用許可を付与された事業

者の支払う周波数利用料に関する 2007 年 10 月 24 日のデクレ第 2007-1532 号」

により、年ごとに国に対して次の 2 種類の料金を支払う。  

・電波使用料（Redevances de mise à disposition de fréquences）  

電波の使用に関して徴収される料金。ARCEP が固定サービス、衛星固定サー

ビス、GSM 通信網サービス等、サービスの性質に応じてサービス区分ごとに料額

を定める。  

・電波管理料（Redevances de gestion de fréquences）  

電波の使用にかかわる管理業務に関して徴収される料金。サービス区分ごとの

基本利用料額を定め、事業者が利用する周波数帯域とサービス地域に応じて事業

者ごとに料額を決定する。  

６ 電波の安全性に関する基準  

「郵便・電子通信法」第 L34-9-1 条は、携帯基地局や Wi-Fi アクセス・ポイン

ト等、電磁波を発する無線装置の設置に当たり、通信事業者は自治体の要求に応

じて情報公開を行うことと定めている。  

電磁波ばく露に関する監視業務は、「電磁波ばく露に関する制限、透明性の確保、

情報公開、相談窓口に関する 2015 年 2 月 9 日の法律第 2015-136 号」に基づき、

ANFR の市場・電磁波ばく露監視局が実施している。  

ANFR は、基地局の設置場所や電磁界強度の測定値に関する情報を、ウェブサ

イト（http://www.cartoradio.fr/）で公開しているほか、「無線サイトのモデル化

と公衆の安全境界に関する技術ガイド（Guide Technique modelisation des sites 

radioelectriques et des perimetres securite pour le public）」を公表している。 

ANFR はまた、4G/5G 対応端末機器につき、定期的に電磁波強度に関する調査

を実施、EU の基準値を順守しない機器については市場からの引上げを指示して

いる。また、5G サービス開始とともに、大都市には複数の電磁波強度の測定設備

を設置、サイト上でその値を公開している。  

Ⅲ 周波数分配状況  

周波数の分配表（Le Tableau national de répartition des bandes de fréq

uences ：TNRBF）は以下のとおり（202 年 2 月発行）。  
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・https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/20230216_T

NRBF/TNRBF_2023-02-16t.pdf 


